
第 2 9 回 ｢産科医療補償制度運営委員会｣

- 第 2 0 回制度見直 し の検討- 次第

日 時 : 平成 2 5 年 1 2 月 1 2 日 (木)

1 4 時 0 0 分~ 1 6 時 0 0 分

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

1 . 開 会

2 . 議 事

1 ) 第 2 8 回運営委員会の主な意見について

2 ) 第 7 2 回社会保障審議会医療保険部会の主な質問 ･ 意見について

3 ) 社会保障審議会医療保険部会におけ る議論を踏ま えた対応方針について

4 ) そ の他

3 . 閉 会



1 ) 第 2 8 回運営委員会におけ る主な意見

【補償申請期間につ いて 】

○ 生後 3 ヶ 月 か ら の診断を可能 と する こ と は 、 原因分析 され る事例が増加 し

紛争の防止につなが る と い う メ リ ッ ト が あ る た め 、 生後 3 ヶ 月 か ら診断が可

能な児のみを診断す る こ と でよ いので、 現在の例外的な規定 (生後 6 ヶ 月 か

ら ) を生後 3 ヶ 月 か ら に変更するべき ではないか。

○ 補償申請期間 を生後 3 ヶ 月 か ら と する か否かは 、 例外的な取扱いであ り 、

で き る だけ多 く の例外的な取扱いを受付け 、 審査委員会で補償可否の判断を

すればよ いのではないか。

○ 生後 6 ヶ 月 に診断 した児が死亡 した事例において も補償 してい る ので、 早

期に死亡 した事例を ど う 考え る か と い う こ と と 、 補償 申請期間の変更は別の

論点であ る 。 本制度の優先順位の付け方 と して 、 補償 申請期間について は、

診断可能か否か と い う 観点で生後 3 ヶ 月 に変更する こ と が適当であ る 。

○ 生後 3 ヶ 月 の診断が可能か否かの判断については 、 科学的な根拠に も と づ

いて行 う べき であ る 。 診断協力医へのア ンケー ト で診断可能でない と 回答 し

てい る 4 1 件の う ち 、 18 件は最重症であれば診断可能 と の回答 を得てお り 、

こ れを診断可能 と 回答 してい る 80 件に加 え る と 、 極め て高い率で診断可能 と

回答 して い る こ と に な る 。 こ のた め 、 医学的 ･ 科学的には 、 生後 3 ヶ 月 の診

断は可能 と い う こ と にな る のではないか。

○ 制度 と して補償 申 請期間 を変更する た め に は 、 実際に児の診断を行 う 小児

科医の多 く の理解を得る必要があ る た め 、 重度脳性麻痺の診断が確実に出来

る 月 齢にな る ま で待つべき であ り 、 現行 どお り と するべき ではないか。

○ 診断協力医へのア ンケー ト では 、 52%の診断協力医が 、 補償申請期間の生

後 3 ヶ 月 への変更は ｢必要ない ｣ と 回答 してお り 、 実際に診断を行 う 医師の

状況を考慮 しなが ら 、 慎重な議論を行 う 必要が あ る のではないか。

○ 診断協力医へのア ンケー ト 結果では 、 診断可能か否か、 補償 申請期間の変

更が必要か否かの ど ち ら について も意見が分かれてい る 。 意見が分かれてい

る 状態で補償 申請期間 を変更 した場合 、 現場の診断を行 う 医師が混乱す る の

ではないか。 ま た 、 診断可能でない理由 に対 して反論でき る 明確な理由 がな

い状況で 、 補償 申請期間 を変更する方向で議論を進め る の はいかがな も のか。

診断可能 と い う 意見が相 当数 と な っ た段階で 、 改めて補償 申請期間の変更に

ついて議論すべ き であ る 。 早期 に死亡 した事例の取扱いについては ワ ーキ ン

ググループを設置する な ど して考え方を整理 して ほ しい。

○ 補償申請期間 を変更する こ と の実質的な問題点は 、 生後 3 ヶ 月 か ら生後 6



ヶ 月 の間 に死亡 した事例の補償の是非にあ る が 、 周産期死亡や母体死亡 につ

いては、 今回の見直 しの考え方には入っ てお らず、 別に議論すべき であ る 。

○ 現在の医学では 、 早期 に死亡する ケース も生命維持装置に よ り 生存 させ る

こ と は可能であ る 。 仮に補償 申請期間 を生後 3 ヶ 月 に変更 した場合 、 生命維

持装置に よ り 生後 3 ヶ 月 を経過する ま で生存 さ せる ケース が 出て く る こ と が

懸念 さ れる 。 補償申請期間 を生後 3 ヶ 月 に変更 した場合、 補償金の受給者に

どの よ う な利益があ る のか整理すべき であ る 。

○ 早期に死亡 した場合 も補償金を支払い続け る方法が既にいびつであ り 、 現

行の支払方式の ま ま で補償 申請期間 を生後 3 ヶ 月 に延ば した場合、 制度が さ

ら にいびつにな っ て しま う ので 、 補償申請期間の変更については支払方法の

変更 と 併せて検討するべき であ る 。

【産科医療補償制度 見直 uこ係 る最終報告書につ いて 】

1 . 補償対象 と な る脳性麻痺の基準

○ 分娩に係 る 医療事故の 中で、 脳性麻痺の発症原因が分か らず医師が攻め ら

れる ケース があ っ た。 本制度は 、 産科医不足ひいては少子化対策のた め 、 無

過失補償制度 と して発足 した 、 国 に と っ て も 大事な政策であ る 。 運営委員会

は 、 学会や医会を代表する委員 も含まれてお り 、 運営委員会での決定事項は

日 本医師会 を は じ め学会 、 医会の 医学的見解の総意であ り 、 一般審査の週数

基準は在胎週数 3 1 週以上 と すべき であ る 。 有効に財源が利用 されてい る制度

と して 、 国民全てが恩恵を受 け られる よ う 、 現在の一般審査の状態 と 同 じ状

態であ る在胎週数まで拡大する こ と が必要ではないか。

○ 学会の会員に説明する に あた り 、 科学的根拠に も と づいた説明が必要であ

る 。 したが っ て 、 報告書参考資料の く 参考 7 > ｢在胎週数別脳性麻痺発生率

の統計的分析｣ が最 も科学的であ り 、 在胎週数は 3 1 週 と するべき 。

○ 科学的な妥当性か らすれば、 在胎週数 3 1 週 と な る 。 医療保険部会に最終決

定権があ る と い う こ と か ら 、 在胎週数 32 週 も含めた書き ぶ り と な っ てい る と

理解する が 、 運営委員会の結論 と しては在胎週数 3 1 週であ る こ と は譲れない

のではないか。

○ 報告書の特に結論の書きぶ り るま 、 両論併記の よ 効こ読め る 。

報告書参考資料の く参考 8 > ｢個別審査におけ る在胎週数ご と の審査結果の割

合｣ は 、 現行の個別審査基準に も と づいた も のであ り 、 エ ビデンス レベルは低

い。 報告書本文の ｢議論の結果｣ の 、 在胎週数 32 週の記載は、 なお書き程度

と し 、 在胎週数 3 1 週 を フ ォ ロ ーする意見 と するべき 。

○ 報告書参考資料の く参考 8 > ｢個別審査におけ る在胎週数ご と の審査結果
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の割合｣ は 、 在胎週数が基準に満たない も の と 、 出生体重が基準に満たない

も の と が混在 してお り 、 科学的 と は言えないのではないか。 統計学的には ｢有

意差があ る と は言え ない ｣ と い う 表現は 、 一般の人には分か り 々こ く いか も し

れない。 本制度の社会性を踏ま え 、 少 し差が あ り そ う な も の も対象 と してい

く と い う 考え方はあ る かも しれない。

○ 一般審査は未熟性の可能性が極めて低い週数で と さ れてい る の に対 し 、 個

別審査は未熟性の可能性が考え られる週数であ る ので 、 所定の条件を設け る

と い う 考え方 と なっ てい る 。 個別審査の基準は低酸素状態があ っ た も の に限

定する 基準 と な っ てい る が 、 未熟性以外の全ての児 を対象 と する基準に変更

するべき であ る 。

○ 補償対象であ る児が死亡 した以降 も補償対象 と す る か否かな ど 、 次回 に向

けた議題を追記 して ほ しい。

2 . 補償水準 ･ 支払方式

○ 補償対象 と な る脳性麻痺の基準の見直 しが よ り 優先度が高い こ と も踏ま え 、 .

補償水準は現状維持 と する こ と と な っ た 旨 を追記 してほ しい。
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2 ) 第 72 回社会保障審議会医療保険部会の主な質問 ･ 意見につ いて

○ 本年 12 月 6 副こ開催 された第 72 回社会保障審議会医療保険部会 (以下 、 ｢医

療保険部会｣ と い う ) において 、 制度見直 しに関する運営委員会の これま での

検討結果について報告を行っ た。 具体的には 、 ｢産科医療補償制度 見直 しに係

る最終報告書｣ の 内容 に基づき 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準、 補償水準 、

掛金水準等について報告を行っ た。

睦考資料 1 I 第 72 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連資料

惨考資料 2 I 第 72 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連概要

○ 第 72 回医療保険部会におけ る本制度に係 る主な意見は 、 以下の と お り であ る 。

<主な意見>

( 1 ) 報告書全般につ いて

(全国健康保険協会)

前回の部会にて部会長 よ り ｢部会で決めてい く ｣ と の発言があっ たに も か

かわ らず、 機構で取 り ま と め ま で行っ て しま っ たのであれば、 大変不信感を

抱かざる を得ない。

→ (機構回答)

運営委員会だけで本制度の見直 し について全部決め る こ と はでき ない と 考

えてお り 、 保険者の理解を得なが ら進めてい く と い う 理解は変わっ てい ない。

運営委員会 と して は医学的 ･ 統計学的な観点で見直 しの議論を行い 、 それを

医療保険部会へ報告、 審議いただ く 流れ と 理解 してい る 。

(健康保険組合連合会)

最終報告書の書き方が 、 あたか も確定 した こ と の よ う &こ書かれてい る 。 ま

た 、 制度を運営 してか ら 5 年が経過 してい る に も かかわ らず、 5 年間の資料

が全 く 入っ ていない。

( 2 ) 一般審査基準 (週数 ･ 体重) につ いて

ア . 報告書の見直 し 案を支持する意見

( 日 本労働組合総連合会)

19 回に わた る 見直 しの議論を経て今回取 り ま と めた こ と について 、 評価 し

てお り 、 基準については運営委員会の結論を尊重すべき であ る 。 前回の部会

で東大 ･ 岡先生の ヒ ア リ ン グ資料が提出 さ れてお り 、 一般審査の基準は 28 週

以上が妥当 であ る と 記載 されてい る が 、 その後 さ ま ざま な資料を用 いて専門
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家に よ る検討を深め 3 1 週 と 結論付け られた も の と 理解 してお り 、 今回は運営

委員会の結論を尊重 し 、 補償対象 を拡大す る こ と で前進を図 る べき ではない

か。 併せて 、 28 週でも該当する ケースが一定程度あ る よ う なので、 個別審査

を丁寧に行 う こ と について要望する 。

( 日 本医師会)

従来か ら産科婦人科学会 、 産婦人科医会の意向 を尊重 してい る 。 運営委員会

には学会 ･ 医会の先生も入っ てお り 、 ま た 、 統計学的分析については第三者の

専門家よ り 統計学的に意味があ る と 意見をいただいてい る と の説明 も あ り 、 最

終報告書の内容を尊重すべき と 考え る 。

( 日 本看護協会)

本制度は効果のあ る仕組みであ り 本来の 目 的 に沿 っ て充実 させる こ と が重

要であ る 。 報告書の内容については、 運営委員会においてデータ を も と に何度

も検討 した上で提案いただいてお り 、 一般審査基準について 、 3 1 週以上 と す

る と い う 基準は妥当 であ る と 考え る 。

( 日 本歯科医師会)

本制度がかつての産科医療の崩壊の抑止に重要な役割を担っ た こ と は事実

であ り 、 ま た一元的に原因分析、 再発防止を行 う こ と に大き な役割を担っ て

い る こ と も 事実であ る こ と か ら 、 制度の充実を 図 る と い う こ と については 、

部会で一致を した意見だ と 思っ てい る 。 そ の た め一般審査 と 個別審査の基準

については 、 現場か ら拡大を求めてい る意見が出てお り 、 ま た正式な手続き

を経た報告書も 出てい る た め 、 了解 して よ いのではないか と 思 う 。

(大学教授 (法学) )

状況に変化が生 じてい る のであれば柔軟に対応 してい く べき であ り 、 一種

の決断が必要であ る 。 今回のデータ を踏ま え 、 脳性麻痺児を持つ家族の観点 、

家族が納得す る か と い う 観点 を踏ま え る べき で あ り 、 資料上 、 3 1 週前後 、

1 , 400g 前後に差が あ り そ う と い う こ と であ り 、 そ こ は一種の決断であ る 。 公
平感や納得の観点 と すれば、 3 1 週 1 , 400g は妥当 な線であ り 、 短期的に決断
して も いい と 思 う 。 長期的 に は脳性麻痺児に関する デー タ は集めてい く べ き

であ る 。

( N P O法人 ･ 市民団体)

本制度の第一の メ ッ セ ー ジは産科医お よび母親の 出産を支援する も のであ

り 、 ど こ かで線を 引 く のは難 しいが 、 周産期医学の発達を思 う と 、 も っ と 範

囲 を広げて も いいのではないか。

イ . 機構の見直 し 案を疑問視する意見

①現行基準の検証や見直 しの必要性について
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(全国健康保険協会)

見直 しの根拠 と して統計上の有意差に関する 主張をする に あた り 、 そ も そ

も現行基準の妥当性についてほ と ん ど検証が行われてお らず、 こ の見直 しの

基準の議論の論拠 と して よ いのか否か、 判断がで き ない。

→ (機構回答)

現行基準に よ る運営が 、 補償や審査 、 医療の質の向上、 紛争防止 、 早期解

決につなが っ てい る か 、 運営委員会において検証し有効 と い う 結論 を得てい

る 。 ま た 、 本年 5 月 に公表 した再発防止報告書で対象 と した 188 例を検証 し

た と こ ろ 、 未熟性のみが原因で脳性麻痺 と な っ た事例は 1 件 も なかっ た こ と

か ら 、 現行基準は有効に機能 してい る と 考えてい る 。

(健康保険組合連合会)

28 週~32 週の事例には 、 個別審査基準があ り 、 必要な方には必要な補償が

行われてい る と 理解 して い る 。 在胎週数の基準について現行の仕組みを変更

する必要性は乏 しいのではないか。

→ (機構回答)

28~32 週部分は、 データ上、 お よび診療 してい る 医師の経験的に も発生率

が非常に下がっ て き てい る が 、 それに対 し 33 週がカバー されてい る に も かか

わ らず 3 1 週 ･ 32 週がカバー されていない こ と について矛盾や違和感が強 く

あ り 、 こ れま で指摘をいただいてい る 。 ま た 、 3 3 週の平均体重が 1 , 900 g 程

度であ る に も かかわ らず現行基準は 2 , 000g であ り 、 その部分も不都合があ る

と の指摘を受けてい る 。

②統計学的な有意差検定の評価や位置付けについて

(全国健康保険協会)

公的制度であ る本制度においては 、 納得する根拠 と な る 医学的エ ビデンス

が必要であ る 。 統計学的 におけ る有意差の有無だけでは判断で き ず、 運営組

織以外の第三者に よ る 医学 ･ 生物学の領域に関する 専門的 な評価が必要では

ないか。

→ (小林委員長回答)

当初 、 複数の周産期医学の専門家か ら は 、 見直 しの基準 と して 28 週ま で下

げる のが妥当 と の意見があ っ たが 、 医療保険部会の意見 も踏ま え 、 委員会 と

して も それだけでは適当 でない と し 、 最終的に 30 週 と 3 1 週の 間に明 ら かな

差があ る と して結論を出 してい る 。

→ (機構回答)

こ の推計方法については 、 第三者の疫学を専門 と する先生に も見ていただ

き 、 こ の方法が妥当であ る と の意見書も いただいてい る 。
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(健康保険組合連合会)

n が少ない に も かかわ らず、 有意差がない こ と だけを も っ て 同一 グループ

と い う のは 、 理解ができ ない。

→ (機構回答)

有意差が あ る と い う こ と も 、 ない と い う こ と も 非常に重要な情報であ り 、

こ の統計学的手法は普段服用 している薬や抗がん剤の開発な どに も使用 され

てい る 手法であ る 。 統計学的有意差があ る場合も 、 ない場合も重要な判断を

下す情報にな り 、 統計学的有意差がない こ と だけ を も っ て こ の よ う な重要な

判断ができ ない と い う こ と ではない と 考えている 。

(健康保険組合連合会)

脳性麻痺の発生率が下がっ てい る に も かかわ らず、 2009 年ま でのデー タ し

か使っ てお らず、 直近のデー タ も入れるべき ではないか。

→ (機構回答)

脳性麻痺の診断には時間 を要する こ と が多 く 、 調査時点の 20 12 年末では 、

2009 年以降のデータ について 、 ま だ脳性麻痺の診断が終わっ ていない児がい

る 可能性も あ る こ と か ら 対象 と していない。

(大学教授 (経済学) )

統計学的な有意差の有無の評価は適当であ る と して 、 33 週や 2 , ooo g と の

有意差のみを も っ て一般審査基準を決定する こ と は 、 統計 と 判断 と が飛躍 し

ている のではないか。

(大学教授 (法学) )

今回の統計学的分析について 、 第三者の統計学の専門家に よ る レ ビューを

お願い したい。

③沖縄県のデー タ を使用する こ と の妥当性について

(国民健康保険中央会)

沖縄県のデー タ だけでは狭い範囲のデー タ であ る 。 ま た 、 一般論 と して周

産期医療が発達 してい る 点は分かる が 、 1998 年以降の変化について説明が不

十分であ り 、 補償範囲の決め方について納得がいかない。 いつま で も 限 られ

たデー タ で議論 して いいのか と い う 疑問 も あ り 、 厚生労働省が脳性麻痺の調

査をやっ た方がいいのではないか。

( 日 本経済団体連合会)

沖縄のデー タ を使っ て統計学的分析を行っ てい る が 、 沖縄が全国の縮図で

あ る と のエ ビデンスはあ る のか。
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→ (小林委員長回答)

登録制度がな く 、 ま た法令の根拠がない 中での調査であ り 、 非常に大変な

作業であ る 。 その 中で、 沖縄県は 20 年前か ら小児科医の医師がデー タ収集す

る仕組みを作っ ていた こ と 、 さ ら に我々 も追加で調査 し 、 22 年間の沖縄県の

デー タ を得る こ と が で き た も の。 沖縄県は島で構成 さ れてお り 、 児の移動が

少ないので対象の児を き ちん と 把握する と い う 点では 、 現状では最大で最良

のデータ だ と 思 う 。

→ (機構回答)

沖縄県のデータ を も と に した推計値では 48 1 人 、信頼区間が 340 人か ら 623

人であ る が 、 平成 2 1 年生まれの児の補償対象者の確定件数、 審査中 の件数、

申請準備中の件数を合わせ る と 、 現在 460 件程度であ り 、 信頼区間の幅にお

さ ま る推移を してい る こ と か ら 、 沖縄県のデー タ を用いた全国推計は信憑性

が高い と 考えてい る 。

( N P O 法人 ･ 市民団体)

沖縄だけのデー タ ではな く 、 機縁法を用いて全国のサンプルを取 り 出す方

法が あ り 、 その方式を使っ ては ど う か。

(大学教授 (経済学) )

デー タ が揃 う 前に 、 急いで一般審査の基準を広げる必要性はないのではな

いか。

→ (機構回答)

こ の制度の趣 旨 は 、 脳性麻痺の発生率が低 く 、 未熟性が脳性麻痺の原因 と

考え難い在胎週数 ･ 出生体重については、 一律に補償する と してい る 。

昨今の周産期医療の進歩等に よ っ て早産児におけ る脳性麻痺発症率が若明

に減少 してお り 、 一般審査で対象にすべき児が制度創設時に比べ低い週数胎

児にな っ てい る こ と か ら 、 そ う い っ た児を対象 と す る見直 しは必要であ る 。

(全国後期高齢者医療広域連合協議会)

脳性麻痺児に関する全国的なデー タ について 、 国 と して把握 し よ う と する

理念はないのか。 統計学上の数字に基づいた政策だけ を考えていて は、 エ ビ

デンス に基づいた行政 ･ 政策 を考え る こ と に な ら ず 、 今後 、 精緻なデータ を

入手する た め に 、 専門 の知見に基づ く 、 ま た 医学的 、 疫学的 な様々 な も の を

投入 して万全を期す必要があ り 、 その よ う な議論をすべき であ る 。

( 3 ) 個別審査基準につ いて

(全国健康保険協会)

個別審査は大臣告示で定めてお り 、 最終決定権は部会 ･ 行政であ る と 考え

Q
U



ている が行政は どの よ う "こ考えてい る のか。

→ (医政局ご回答)

ガイ ド ラ イ ンを依拠 と す る事項はガイ ド ラ イ ン作成委員会か ら も認め られ

てい る ので問題ない。 ガイ ド ラ イ ンに依拠 しない事項は 、 モ ラ ルハザー ドが

起 こ ら ない よ う 機構にて適切な審査が行われる のな ら ば問題ない と 考 え る が 、

その点は機構に確認 したい。

( 4 ) 補償対象者数の推計方法につ いて

(全国健康保険協会)

医学の進歩に よ り 脳性麻痺の発生率が低下 してい る と 説明 してい る 一方で、

推計値の算出は制度創設時 と 同様の 98 年か ら 07 年のデータ を使っ てお り 、

推計は発生率の低下を踏ま えたデータ で行 う べき ではないか。

→ (機構回答)

脳性麻痺児の数がかな り 少ないため 、 信頼でき る推計値を出すため には、

かな り の期間 のデー タ集積が必要 と な る 。 医学的調査専門委員会では手に入

る 22 年間のデータ を も と に推計値を算出 し よ う と い う 考え方も あ っ たが 、 最

近の脳性麻痺の発生率の低下を織 り 込み、 かつ統計学的に信頼でき る データ

と する ため 、 直近の 10 年間であ る 1998 年か ら 2007 年のデータ を使っ た。

(大学教授 (経済学) )

脳性麻痺の発生率は、 減少の ト レ ン ド を調整する こ と が適切であ り 、 単純

平均は ミ ス リ ーディ ングではないか。

(健康保険組合連合会)

脳性麻痺の発生率が下が っ てい る状況で、 なぜ直近のデータ を入れず 1998

年か ら の 10 年間のデータ を使っ て推計を行っ たのか。

→ (機構回答)

医学的調査専門委員会の報告書に も記載の と お り 、 調査時点の 20 1 2 年末で

は、 2008 年、 2009 年生まれの児について 、 ま だ脳性麻痺の診断が終わっ て

い ない可能性があ る こ と か ら 、 1 998 年か ら 2007 年の 10 年間 を用 いて推計を

行っ た。

( 5 ) 事務経費につ いて

(健康保険組合連合会)

制度変動 リ ス ク 対策費用 は保険会社の利益ではないか。 こ の 5 年間 を見て

も リ ス ク はないた め 、 こ の仕組みは廃止すべき ではないか。

→ (機構回答)

制度変動 リ ス ク 対策費は医療水準向上等に伴い脳性麻痺児の生存率が統計
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データ 取得時点 よ り 上昇する リ ス ク 、 統計データ母数が少ないため推計値が

大幅に外れる リ ス ク 、 20 年間の長期にわた る補償金支払い業務に伴 う 予期で

き ない事務 ･ シス テ ム リ ス ク に対応する も のであ り 、 依然 と して リ ス ク は残

っ てい る と 考えてい る 。

( 日 本歯科医師会)

制度変動 リ ス ク対策費については、 合理化 ･ 透明化を図 っ た上で 、 制度の

充実を図っ て欲 しい。

(国民健康保険中央会)

民間保険会社が 引 き受 けた結果 と して の利益が ど こ にい く のか見えて こ な

い。 民間保険会社が 引 き 受 け る た め には一定の利益が必要なのだ と い う 説明

を正面か ら説明 した ほ う が よいのではないか。

→ (機構回答)

今後 、 制度変動 リ ス ク 対策費の あ り 方については 、 ご指摘も踏ま え 、 検討

してい き たい。

( 6 ) その他

(大学教授 (経済学) )

制度創設時は緊急性を要する ため民間の保険会社を活用 して立ち上げたが 、

公的制度 と して法律整備を した方が 、 制度が う ま く 回 る のではないか と 考え

てお り 、 今後 あ り 方 自 体を組み替えて も いいのではないか。

(健康保険組合連合会)

制度創設以来 5 年が経過 してお り 、 そ の間 の各種実績を示 して欲 しい。

( 7 ) ま と め

(部会長)

報告書の内容について概ね賛同す る と い う 意見 も あ っ たが 、 非常に納得が

いかない と い う も の も含めて 中味については様々 な指摘があ り 、 部会 と して

は合意形成 さ れなかっ た と さ せてい ただき たい。 そ の上で 、 本 日 の指摘を踏

ま えて機構で検討し、 改めて部会に報告 して欲 しい。 (次回の部会まで時間が

十分ではないた め) 今年中 にでき う る 範囲でやっ ていただ く こ と を優先する

と い う 考え方 も あ る か と 思 う が 、 積極的 に指摘事項については対応いただき

たい。

(部会長)

(第三者の レ ビュ ーについては) 、 新たな解析を行 う と い う こ と でな く 、
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既にあ る も の について 、 専門家の方に解釈をお願いする こ と と し 、 事務局 と

相談 し進め る 。

1 1



3 ) 社会保障審議会医療保険部会にお ける議論を踏まえた
対応につ いて

○ ｢産科医療補償制度 . 見直 しに係 る 最終報告書｣ については 、 前回運営委員

会 ( 11 月 27 日 開催) に湖ナ る議論を踏ま え 、 匿國円の と お り 取 り ま と めた と
こ ろ 。

蔭誣乾訂 産科医療補償制度 見直 しに係 る最終報告書

○ 一方、 第 72 回社会保障審議会医療保険部会 ( 1 2 月 5 日 開催) においては、

｢ 2 ) 第 72 回社会保障審議会医療保険部会の主な質問 ･ 意見について ｣ の と お

り 、 見直 しの根拠等について指摘があ り 、 同部会の意見 も踏ま え 、 運営委員会

において改めて検討を行 う こ と と さ れてい る 。

○ こ のた め 、 医療保険部会お よび広 く 世の 中の理解を得 られる よ う 、 同部会に

おけ る指摘事項等について検討を行い 、 ｢産科医療補償制度 見直 しに係 る最終

報告書｣ の補足説明資料 と して整理 し 、 同部会 に改めて報告する こ と と する 。

○ 医療保険部会において指摘が あ り 、 整理 ･ 検討が必要な事項は以下の と お り

であ る 。

① 一般審査基準の見直 しの必要性につ いて

<指摘事項>

･ 3 3 週未満、 2 , 000g 未満であ っ て も個別審査で補償対象 と で き る仕組みがあ

る 中で、 在胎週数 ･ 出生体重の基準を変更する必要性は乏 しいのではないか。

･ 薬剤の認可 と は異な り 、 白 黒の判断の間に個別審査 と い う グ レー ゾーンを設

けてお り 、 白 と 黒の間 をカバーする仕組みが備わっ てい る 。 すなわ ち個別審

査の仕組みに よ り 、 対象 と すべき人を漏 らす リ ス ク はカバー されてお り 、 一

方で 33 3園への見直 しを遅 らせた こ と に よ る損害はあま り ないのではないか。

<検討が必要な事項>

･ 本制度において補償すべき範囲について。

･ 一般審査基準の存在意義 (個別審査基準 と の考え方の違い) について。

･ 個別審査基準のみで 、 補償すべき事例 を漏れな く 補償する こ と の可否につい

て。

膣國司 脳性麻痺児の出生体重 ･ 在胎週数 と 、 補償対象範囲 と の関係

1 2



② 現行の一般審査基準の評価につ いて

<指摘事項>

･ 3 3 週や 2 , ooo g と の統計上の有意差に関する 主張にあた り 、 そ も そ も 現行基

準の妥当性についてほ と ん ど検証が行われてお らず、 こ の見直 しの基準の議

論の論拠 と して よ いのか否か、 判断ができ ない。

<検討が必要な事項>

･ 一般審査において補償対象 と 認定 されてい る事例におけ る脳性麻痺の発生

原因について。

匿國回 一般審査で補償対象 と なっ た事例にお 々ナ る ｢未熟性｣ と ｢脳性麻痺
発症の原因 ｣ について

③ 統計学的な有意差検定の評価 ･ 位置付けについて

<指摘事項>

･ 統計学的に有意差がない と い う こ と は 、 現時点でのサンプルにおいて 、 いず

れ と も判断で き ない と い う 意味ではないのか。

･ 今回実施 してい る のは、 統計学におけ る仮説検定であ り 、 統計的には正 しい

手続き であ る 。 薬剤の認可 と 異な り 、 脳性麻痺発生率について 33 週や 2 , 000

g と の ｢統計的な有意差がなかっ た ｣ と い う 結果 と ｢一般審査 と して一律該

当 と する こ と が適当 ｣ と の判断と の間 には距離があ り 、 統計結果を も っ て-

殻審査基準を結論付け る こ と は論理が飛躍 してお り 、 補助的な仮説の検証と

して 医学的な根拠が必要なのではないか。

･ 沖縄にお け る 統計デー タ のみか ら ではな く 、 判断にはほかの医学的要因が必

要なのではないか。

<検討が必要な事項 >

･ 統計学的な有意差検定の妥当性について。

膣理回 ｢産科医療補償制度 見直 しに係 る最終報告書｣ 等に関する統計資
料等について の意見書 (九州大学大学院 馬場園教授意見書)

･ 在胎週数 3 1 週等にお ける脳性麻痺の発生原因等についての医学的な分析、

評価について。
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周産期医療の現場で どの よ う な こ と が起 き てお り 、 在胎週数 ･ 出生体重の基

準を見直すこ と で何が解決 される かについて。

④ 沖縄県のデータ を使用する こ と の妥当性について

<指摘事項>

･ n 数が少ないに も かかわ らず、 有意差がない こ と だけ を も っ て (3 3 週 と 3 1

週等が ) 同一 グループ と い う のは 、 理解ができ ない。 実際の制度運営を通 し

て得 られたデー タ を も と に検討すべき ではないか。

･ 脳性麻痺の発生件数が 1 と か 2 と か非常に少ない現状において 、 データ が少

ない と き に考え う るベス ト な検討手法を用いてい る よ う だが 、 一方で、 今後

本制度の元で良いデータ が集ま っ て く る はずであ り 、 今の不完全なデータ で

急いで決め る緊急性が どれだけあ る のか。

･ 統計学的なデー タ分析を全て沖縄県のデー タ で行っ てい る が 、 沖縄県のデー

タ が全国 を代表する標本 と い え る のか。

< 検討が必要な事項>

･ 脳性麻痺に係るデータ の特性、 現状について。

･ 制度見直 しの検討に資する脳性麻痺に係 るデータ の特性、 現状について。

･ 沖縄県のデー タ を全国の縮図 と 見 る こ と の妥当性について。

- - - - 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

l (参考) 産科医療補償制度 医学的調査専門委員会報告書 く平成 2 5 年 7 月 ) 抜粋

それぞれの地域別調査結果 “こ よ る補償対象者数刻ま らつき がかな り 大 き かっ た。 栃 l
木県、 三重県の調査結果に も と づ く 推計数が沖縄県に比べ高い値 と なっ た理由 と して ;

は 、 身体障害者更生不目談所調査のデータ の特性が強 く 影響 した結果 と 考え られる 。 栃 l
木県、 三重県においては 、 県内の脳性麻痺り尼 を でき る だけ漏れな く 把握する よ う 身体 l
障害者更生相談所調査 と施設調査を行い 、 その結果を突合 し分析対象 と したが 、 身体 :

障害者更生相談所調査のデータ は 、

① 肢体不 自 由 の 中か ら脳性麻痺を抽出 したが 、 脳性麻痺か否かを判断する た めに必 l

要な情報が十分でなかっ たた め るこ脳性麻痺でない児が含まれてい る 可能性 l
② 情報が限 られてい る こ と か ら施設調査結果 と の突合が十分でなかっ たために重複 l

してい る 可能性

③ 身体障害者障害程度等級こおいて 、 特に )幼少時には重症度の高い脳性麻痺児の身 !
体障害者手帳の 申請が多 く 行われる傾向に あ る ため 、 1 級 ･ 2 級相 当 の割合が高 く l

な っ てい る可能性

④ 除外基準に該 当す る か否かを判断す る た め に必要な情報が十分でなか っ たため ;

に 、 除外基準 "こ該当 しない可能性が あ る ｣ 事例が多 く なっ てい る可能性があ り 、 l
これ ら の影響で推計数が高い数 と な っ た も の と 考え られる 。

1 4



一方、 沖縄県の調査は 、 地理的に他県 と は離れてい る ため県を越えての児の移動は

l 少ない こ と 、 県内 の小児科医間の連携が密であ り 當山調査者 ら の長鋼こわた る 取組み
料こ よ り 脳性麻痺児の把握が十分に されてい る と 考え ら れる こ と 、 ま た 22 年間 にお よぶ

! 取組みの成果 と してデータ の母数が最 も多 く 、 各施設での診療録等を も と に収集 され
; た情報であ る こ と な どか ら 、 最 も信頼性の高いデー タ であ る と 考え られる 。
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - … - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ｣

⑤ 制度創設以来 5 年間の実績につ いて

<指摘事項>

･ 制度創設以来 5 年間の各種実績を示すべき ではないか。

<検討が必要な事項>

･ 制度創設以来の審査 ･ 補償、 原因分析、 再発防止等の実績、 お よび制度 目 的

に照 ら した効果検証について。

⑥ 平成 27 年 1 月 以降の制度変動 リ ス ク 対策費について

<指摘事項>

･ 制度変動 リ ス ク 対策費について 、 リ ス ク はないので撤廃すべき ではないか。

公的資金が民間保険会社の利益にな る の は不適当ではないか。

･ 民間保険会社が引 き 受 け る た め に は一定の利益が必要なのだ と い う 説明 を

正面か ら した方が よ いのではないか。

<検討が必要な事項>

･ 平成 27 年 1 月 以降の制度におけ る 、 制度変動 リ ス ク 対策費の考え方お よび

水準について。
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【 資 料 一 覧 】

O 産科医療補償制度 見直 し るこ係 る最終報告書 … ･ 匿國回

O 脳性麻痺児の出生体重 ･ 在胎週数と 、 補償対象範囲 と の関係 … ･ 匿国司

○ 一般審査で補償対象 と なっ た事例におけ る ｢未熟性｣ と ｢脳性麻痺発症の原因 ｣ につ

… ･ 圓回し 、て

○ ｢産科医療補償制度 見直しに係る最終報告書｣ 等に関する統計資料等についての意

見書 (九州、 1 大学大学院 馬場園教授意見書) … ･ 膣饗到

○ 第 72 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連資料 ･ ･ l参考資料 1 I

0 第 72 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連概要 ･ ･ 惨考資料 2 l
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一般審査で補償対象 と な っ た事例にお ける

｢未熟性｣ と 閉園性麻痺発症の原因 ｣ につ いて

脳性麻痺発症の原因については 、 産科医療補償制度再発防止委員会が毎年取

り ま と めてい る ｢再発防止に関す る報告書｣ において 、 主た る原因 を分析 して

いる 。

2 0 1 3 年 5 月 に公表 した ｢第 3 回 再発防止に関す る報告書｣ の分析対象

事例 1 8 8 件 ( う ち 、 一般審査で補償対象 と な っ た事例は 1 7 3 件) の分析結

果において ｢未熟性等 ( ｢胎児発育不全｣ 、 ｢早産児｣ な どを含む) ｣ が単一で脳性麻痺

発症の原因 と された事例はなかった。

なお 、 ｢複数の原因｣ と さ れた 3 9 件の 中 に 、 原因の一つ と して ｢胎児発育不

全｣ があ っ た事例が 5 件あ り 、 う ち 2 件が一般審査で補償対象 と な っ た事例で

あ っ た。 こ の 2 件は臍帯因子や感染な どのそ の他の原因 と複合的に関与 した と

考え られた事例であっ た。

ま た 、 ｢原因が明 ら かではないま たは特定困難｣ と さ れた 4 3 件の う ち 、 一般

審査で補償対象 と な っ た事例は 4 2 件であ り 、 そ の 中 で ｢臍帯辺縁付着に よ る

臍帯血流障害が関与 した可能性が考え られる が 、 胎児発育不全に よ る胎児予備

能の低下 (胎盤機能不全) が 、 胎児の健常性に何 ら かの間接的な影響を及ぼす

な ど、 脳性麻痺発症の原因 と なっ た可能性 も否定でき ない｣ 、 ｢後期早産児 と い

う 危険因子を背景に 、 子宮内感染が関与 した可能性は否定でき ない｣ と さ れた

事例が 2 件あっ た。



1 ｢第 3 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ よ り抜粗

表3 - V - 1 再発防止分析対象事例注 1 ) における脳性麻痺発症の主たる原因注2 )
対象数= 188

一の原因 1 06

常位胎盤早期剥離 48

低置胎盤の剥離 1

臍帯因子 臍帯脱出 1 1

その他の臍帯因子 19

子宮破裂 6

妊娠高血圧症候群に伴 う 胎児胎盤循環不全 2

妊娠糖尿病に伴 う 胎盤機能の低下 1

子宮｣魔縞薬投与に よ る 過強陣痛 1

感染 繊毛膿羊腹炎 1

その他の感染 4

胎児母体間輸血症候群 5

双胎間輸血症候群 1

児の頭蓋内 出血 1

吸引分娩に よ る 幅状腱膜下血腫 1

車中の墜落分娩におけ る 被膜児 1

羊水蜜栓 1

麻酔導入中 の換気不全に よ る 母体の心肺停止 1

母体の心不全 1

数の原因注 3 ) 39

重複あり
常位胎盤早期剥離 8

臍帯脱出 1

臍帯脱出以外の臍帯因子 20

子宮破裂 1

妊娠糖尿病、 妊娠高血圧症候群等に伴 う

胎盤機能不全 7

繊毛膜羊膜炎 ま た はその他の感染 1 1

幅状麓膜下血腫 2

胎児発育不全 5

園が明 ら かではないまたは特定困難 43

注 1 ) 産科医療補償制度の補償対象は 、 在胎週数や出生体重等の基準を満た し 、 重症度が身体障害者障害程度等級 1

級 ･ 2 級に相当 し 、 うせの先天性要因お よ び新生児期の要因等の除外基準に該当 し ない場合 と し てい る 。 こ の ため 、

分析対象はすべての脂性麻痺児の事例ではない 。

注 2 ) 脳性麻痺発症の原因を概観する ために 、 胎児お よ び新生児の低酸素 ･ 酸血痕等の原因 を ｢脳性麻痺発症の主たる

原因 ｣ と し 、 原 因分析報告書の ｢脂性麻痺発症の原因 ｣ の項を も と に分類 し集計 し てい る 。

注 3 ) ｢複数の原因｣ については 、 2 ~ 4 つ の原因が関与 していた事例があ り 、 その原因 も 様々 であ っ た 。 常位胎盤早期

剥離や暦帯脱出 、 そ の 他の臍帯因子な ど代表的な も の を 件数と し て示 してい る 。
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園圏

平成 25 年 12 月 10 日

｢産科医療補償制度 見直 しに係 る最終報告書｣ 等に関する

統計資料等についての意見書

九州大学大学院医学研究院医療経営 ･ 管理学講座

教授 馬場園 明

日 本公衆衛生学会 監事、 評議員

日 本衛生学会 評議員

日 本医療 ･ 病院管理学会 評議員

｢産科医療補償制度医学的調査専門委員会｣ よ り ｢産科医療補償制度医学的調査専門委

員会報告書｣ が平成 26 年 7 月 に提出 され、 今般、 ｢産科医療補償制度見直 し るこ係る最終報

告書｣ が作成された と こ ろであ る 。 こ の意見書は、 ｢公益財団法人 日 本医療機能評価機構｣

か ら依頼を受 け 、 ｢産科医療補償制度 見直 しに係る最終報告書｣ にあ る統計資料 (参考資

料) 、 お よ び ｢見直 し後の補償対象者数の推計値｣ (第 72 回社会保障審議会医療保険部会へ

の機構提出資料に記載) に関 して 、 公衆衛生学を専攻する研究者 と して第三者の立場か ら

内容の妥当性を吟味 した も のであ る 。

｢ 【参考資料 6 1 在胎週数 1 週 ご と の脳性麻痺発生率の推移｣ は、 沖縄県の ｢ 1998 年から

200 1 年｣ 、 ｢2002 年か ら 2005 年｣ 、 ｢ 2006 年か ら 2009 年｣ の 3 期に分けて出生児に係 る在

胎週数 1 週 ご と の脳性麻痺発生率の推移を示 した も のであ る 。 在胎 25 週以降は時代が進む

につれ、 脳性麻痺発生率が低下 してい る こ と がみて と れる 。

｢ 【 参考資料 7 1 在胎週数別脳性麻痺発生率の統計的分析｣ は、 2006 年か ら 2009 年のデ

ータ を も と に 、 各週 におけ る脳性麻痺発生率 と 現行基準の 33 週の脳性麻痺発生率の間に統

計学的な有意差があ る か、 フ ィ ッ シャ ーの正確検定を用いて検証した も のであ る 。 3 1 週以

降の脳性麻痺の発生率は 33 週の も の と 有意差はないが、 30 週以前の発生率は 33 週の発生

率 と 有意に高い こ と が明 ら か と なっ てい る 。 統計学的検証を単年ではな く 4 年間で行っ て

い る の は、 サ ンプルサイ ズを大き く し 、 統計学的に安定 した結果を得る ためであ る と 考え

られる 。 一方、 在胎 25 週以降は時代が進むにつれ、 脳性麻痺発生率が低下 している こ と が

明 ら かなため に 、 推定に用い るデータ の期間を長 く すれば長 く する ほ どバイ ア ス が大き く

な る と 考え られ、 5 年以上のデー タ で得 られた発生率を用いていない こ と は理解でき る 。

｢ 【 参考資料 8 1 個別審査におけ る在胎週数ご と の審査結果の割合｣ は、 審査結果に よ る

該当率か らみれば 3 1 、 29 、 28 週が低い傾向があ る がサンプルサイ ズが小 さ く 、 統計学的な

分析は困難であ る 。 ま た 、 審査対象 と な る時点でバイ ア ス がかかっ てい る と も考え られ、

審査対象 と な る べき母集団を反映 していない可能性 も あ る 。

｢見直 し後の補償対象者数の推計値｣ (第 72 回社会保障審議会医療保険部会への機構提

出資料 5 ページ、 6 ページ、 お よび ｢別添 9 : 見直 し後の補償対象者数の推計に関 して ｣ に

記載) は 、 沖縄県の 1998 年~2007 年の脳性麻痺デー タ を も と に 、 補償対象 と な る脳性麻



痺の発生率を基に全国の補償対象者数 と 95%信頼区間 を推計 した も のであ る 。 一般審査基

準お よび個別審査基準を見直 した場合の補償対象者数については 、 『一般審査の基準を ｢在

胎週数 3 1 週以上かつ出生体重 1 , 4 0 0 g 以上｣ と し個別審査を <個別審査基準 (見直

し後) > に見直 した場合』 お よび 『一般審査の基準を ｢在胎週数 3 2 週以上かつ出生体重

1 , 4 0 0 g 以上｣ と し個別審査を < 個別審査基準 (見直 し後) > に見直 した場合』 につ

いて算出 してい る 。 推計は二項分布を仮定 し 、 正規近似を用いてお り 、 統計学的な方法に

関 して問題は認め られない。 補償対象 と な る脳性麻痺の発生率の推計では、 対象が重度脳

性麻痺 と な る こ と か らサンプルサイ ズが小 さ いため に 、 4 年間のデータ では分散が大き く な

り 安定 した推計結果が得 られないために 、 10 年間のデータ を用いた と 考え られる 。 なお、

在胎週数別脳性麻痺発生率の統計的分析では 10 年間のデータ でな く 4 年間のデータ で分析

し たのは 、 対象が全脳性麻痺であ り 、 サンプルサイ ズが比較的大き く 安定 した検定結果が

得 られる か ら であ る と 思われる 。

最後 に脳性麻痺の補償対象を在胎週数が 33 週か ら 3 1 週に変更する こ と を統計学的に判

断する こ と が適切か ど う かについて述べたい。 脳性麻痺は在胎週数が長 く なれば発生する

頻度が減少する こ と は統計学的に裏付け られてお り 、 脳性麻痺の発生に児の未熟を性が影響

する こ と は疑いのない事実であ る 。 ま た、 産科医療補償制度発足時に参照 した 1998 年か ら

2000 年においては 、 在胎週数 28 週か ら 31 週の脳性麻痺の発生率は 1, 000 対 127 . 8 であ っ

た も のが 、 2007 年か ら 2009 年においては出生 1 , 000 対 36 . 8 と 主威少 して き てい る (参考資

料 1 ) 。 こ の間 、 児の在胎週数におけ る未熟性は変化 していない と 考え られる に も拘わ らず、

脳性麻痺発生率が大き く 減少 した こ と は医療の向上が貢献した も の と 考え られる 。 制度創

設時に ｢未熟性に よ る脳性麻痺｣ の主な原因 と 考え られた呼吸窮迫症候群 (RDS) 、 頭蓋内

出血 (N1H) 、 脳室周囲 肉質軟化症 (PVL) の う ち 、 特に P、孔 および RDS について 、 近年

の周産期医療の進歩等に よ り 発生率が著 し く 減少 してい る こ と が報告 されてお り 、 こ の こ

と を裏付けてい る 。 すなわ ち 、 以前の医療であ っ た ら脳性麻痺にな る こ と が避け られなか

った未熟性の レベルであっ て も 、 医療が発達 した現在であれば脳性麻痺が発生する こ と を

防 ぐ こ と が可能にな っ て き た と 考え られる 。 したが っ て、 一般審査で補償する在胎週数を

下げる こ と は合理的であ る と 考え られる 。

個々 の症例において児の未熟性に よ る影響が大き いのか、 それ と も 医療側の問題が大き

いかを判断する こ と は困難であ り 、 児の成熟の指標 と なる在胎週数を指標 と する こ と は合

理的であ る と 思われる 。 適切なカ ッ ト オフ ポイ ン ト を決定する際に、 在胎週数で脳性麻痺

発生率が異な るか ど う かを統計学的に検証するのは合理的であ る 。 現在の基準であ る 33 週

の脳性麻痺発生率 と 有意の差がなければ、 比較 された週数に よ る未熟性の度合いが脳性麻

痺の発生に影響を与 えてい る こ と が認め られない こ と を示唆 しているか ら であ る 。 したが

っ て 、 200 6 年か ら 2009 年のデー タ において 、 脳性麻痺発生率が 33 週 と 32 週及び 33 週

と 3 1 週の間に統計学的な有意な差が認め られなかっ た こ と は、 基準を 33 週か ら 3 1 週に変

更する こ と が合理的であ る こ と を示唆する 。

以 上
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産科医療補償制度の制度見直 しの検討結果について

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

1 . 産科医療補償制度運営委員会における制度見直 しの検討経緯

○ 産科医療補償制度は 、 早期 に創設する ために限 られたデー タ を も と に設計

さ れた こ と か ら 、 創設時にま と め られた ｢産科医療補償制度準備委員会報告

書｣ において 、 ｢遅 く と も 5 年後 を 目 処に 、 本制度の内容について検証 し 、 補

償対象者の範囲 、 補償水準、 保険料の変更、 組織体制等について 、 適宜必要

な見直 し を行 う ｣ と さ れた。

○ こ のた め 、 産科医療補償制度運営委員会 (以下 、 ｢運営委員会｣ と い う )

において 、 平成 24 年 2 月 か ら制度見直 し に 向 けた論議を開始 し 、 補償対象 と

な る脳性麻痺の基準、 補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途、 原因分析のあ

り 方 、 調整のあ り 方 、 紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取組み等を見直 し に係

る検討課題 と して挙げた。

○ こ れ ら の検討課題の う ち 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準、 補償水準 、 掛

金の水準、 剰余金の使途等の検討に先立ち 、 小児神経科医 、 リ ハ ビ リ テーシ

ョ ン科医 、 産科医、 新生児科医 、 疫学等の専門家か ら構成 される ｢産科医療

補償制度 医学的調査専門委員会｣ (以下 、 ｢医学的調査専門委員会｣ と い う )

を設置 し 、 補償対象者数の推計および制度見直 しの検討にあたっ て必要な脳

性麻痺発症等に関するデー タ の収集 ･ 分析等を行い、 その結果は平成 25 年 7

月 に ｢産科医療補償制度 医学的調査専門委員会報告書｣ と して運営委員会

に報告 された。

○ こ の報告等に も と づき 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準 、 補償水準、 掛金

の水準等について運営委員会で議論 した結果を 、 以下の と お り 報告する 。

2 . 補償対象と な る脳性麻痺の基準につ し 、て

( 1 ) 補償対象と な る脳性麻痺の基準の見直 し

運営委員会において 、 制度創設時の経緯を踏ま え 、 制度の趣旨の範囲内で

現行の基準の見直 しの要否について検討を行っ た。 具体的には 、 創設以来約

5 年に わた る制度運営の 中 で明 ら かにな っ た課題や医学的に不合理な点の



是正、 新たに得 られたデータ に も と づ く 適正化の観点で、 見直す上で必要な

医学的根拠等を踏ま え 、 検討を行っ た。

検討の結果、 見直 しが必要 と 考え られる事項についての検討結果の概要は 、

以下の と お り であ る 。 (詳細は、 ｢産科医療補償制度 見直 し に係 る最終報告

書｣ (圓回) の と ぉ り )

① 一般審査の基準

<在胎週数の基準>

本制度の在胎週数の基準は、 制度創設時に ｢通常の妊娠 ･ 分娩｣ の範囲につ

いて 、 脳性麻痺の発生率が異な る在胎週数に着 目 し 、 現行の ｢在胎週数 33 週以

上｣ と 設定 した経緯にあ る 。

こ の こ と を踏ま え 、 今般の制度見直 し 々こおいて も 、 制度創設時 と 同様に 、 ｢脳

性麻痺の発生率が異な る在胎週数｣ に着 目 し 、 近年の周産期医療の進歩等に よ

り その週の変化を検証 した と こ ろ 、 次の と お り であ っ た。

｢脳性麻痺の発生率が異な る在胎週数｣ について 、 2006 年か ら 2009 年にお

け る在胎週数 32 週の脳性麻痺の発生率 (出生 1,000 対 4. 3 人) は 、 同 時期の 3 3

週や 34 週におけ る 発生率 (出生 1 , 000 対 3 . 4 人 、 3 . 8 人 ) と ほぼ同水準であ る 。

他方 、 在胎週数 3 1 週の発生率 (出生 1, 000 対 13 . 2 人) は 32 週の約 3 倍、 30

週の発生率 (出生 1, 000 対 35 . 7 人) は 3 1 週の約 3 倍であ る 。

こ の こ と を統計学的な観点か ら確認する ため 、 前述の在胎週数 33 週におけ る

脳性麻痺の発生率 と 各週におけ る脳性麻痺の発生率 と の 間の統計学的な有意差

を検定 した と こ ろ 、 在胎週数 30 週以下については統計学的な有意差があ る も の

の 、 3 1 週 、 32 週 においては 33 週 と の有意差は認め られない と の結果であ っ た。

したが っ て 、 在胎週数の基準について現行の ｢在胎週数 33 週以上｣ か ら ｢在

胎週数 3 1 週以上｣ へ見直すこ と が適当 と 考え られる 。

なお 、 こ れま での制度運営実績を重視 し 、 個別審査 と して補償 申請が行われ

た事例において補償対象 と 判断 さ れた事例を検証する と 、 在胎週数 32 週以降の

申請事例では高い割合で補償対象 と さ れて い る こ と 、 お よ び脳性麻痺の発生率

が 33 週や 34 週 と ほぼ同水準であ る こ と か ら 、 ｢在胎週数 32 週以上｣ への見直

す こ と の根拠はよ り 確実であ る と の意見 も あ っ た。

【関連資料1 圓胚回~図添回
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< 出 生体重の基準>

本制度の 出生体重の基準は、 在胎週数の基準 と 同様、 制度創設時に ｢通常の

! 妊娠 . 分娩｣ の範囲こついて 、 脳性麻痺の発生率が異な る 出生体重に着 目 し 、

: 現行の ｢出生体重 2, ooog 以上｣ と 設定 した経緯にあ る 。

こ の こ と を踏ま え 、 今般の制度見直 し るこおいて も 、 制度創設時 と 同様に 、 ｢脳

: 性麻痺の発生率が異な る 体重群｣ をこ着 目 し 、 そ の体重の変化を検証 した と こ ろ 、

l 次の と お り であ っ た。
, ｢脳性麻痺の発生率が異な る 出生体重｣ について 、 出生体重 2 , ooog くこおけ る

l 脳性麻痺の発生率 と 、 100g ご と の体重群にお るナ る 脳性麻痺の発生率 と の間の統
! 計学的な有意差を検定 した結果、 出生体重 1 ,400g 未満こついては統計学的な有

: 意差があ る も のの 、 1 , 400g 以上において は 2,ooog 以上 と の有意差は認め られな

l い と の結果であっ た。
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し たが っ て 、 出生体重の基準について は 、 現行の ｢出生体重 2, ooo g 以上｣ か

ら 、 ｢ 出生体重 1,400 g 以上｣ と する こ と が適当 と 考え られる 。

ま た 、 これま での制度運営実績を重視 し 、 個別審査 と して補償 申請が行われ

た事例において補償対象 と 判断 さ れた事例を検証 した と こ ろ 、 在胎週数 3 1 週以

上や在胎週数 32 週以上の場合は出生体重 1 , 400g 以上で高い割合で補償対象 と

さ れてお り 、 ｢出生体重 1 ,400 g 以上｣ へ見直すこ と の根拠にな る と の意見があ

っ た。

【関連資料1 図区司~圓遜司
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② 個別審査の基準

<個別審査の基準>

現行の基準は 、 分娩中 の低酸素状況を示す指標 と し て 、 臍帯動脈血ガス分析 :

値お よ び胎児心拍数モ ニ タ ー上の所定の所見 をこ限定 してお り 、 それ ら は母体や !

胎児 、 新生児の救命等の緊急性等に よ っ ては必ず し も 常に 、 十分に取得 されて l

いない事例があ る 。

こ の課題に対 しては 、 低酸素状況を き たす可能性のあ る疾患等が認め られ、 ,

引 き続 き 求め られる所見 と してア プガース コ ア ( 1 分値が 3 点以下) 、 生後 1 時 :

間以 内の児の血液ガス分析値 (pH 値が 7 . 0 未満) のいずれかの所見が認め られ l
る場合を加え る こ と が適当 と 考え られ る 。

なお 、 低酸素状況を き たす可能性の あ る疾患第こついては 、 胎児母体間輸血 !

症候群、 前置胎盤か ら の出血、 急激に発症 した双体間輸血症候群 も現行基準に l

記載 さ れている 常位胎盤早期剥離、 臍帯脱出 、 子宮破裂、 子癇 と 同機こ胎児低 l
一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
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酸素状況を 引 き 起 こ す特殊な病態であ る こ と か ら 、 こ れ ら の病態が認め られ

る場合を加え る こ と が適当 と 考え られ る 。

ま た 、 胎児心拍数モ ニ タ ーにおいては 、 低酸素状況であっ て も現行の基準の

胎児心拍数パタ ーンを示 さ ない事例が あ る 。

こ の課題に対 して は 、 胎児心拍数モニ タ ーの所見において 、 胎児心拍数バタ

ーン と 心拍数基線細変動の消失 と の関係 を 、 現行の ｢かつ要件｣ か ら ｢ ま たは

要件=こ変更 し 、 さ ら に 、 心拍数基線細変動の減少を伴っ た高度徐脈お よ びサイ

ナ ソ イ ダルパタ ー ンを加え る こ と が適当 と 考え られる 。

なお 、 編集 ･ 監修 日 本産科婦人科学会/ 日 本産婦人科医会 ｢産婦人科診療ガ

イ ド ラ イ ン産科編｣ 作成委員会において 、 上記の所見を認めた場合は、 出生前

お よ び出生時の児の状態が極めて悪い と 考え られ 、 こ れ ら の所見は分娩中 の低

酸素状況の存在を示唆する指標 と して妥当 であ る と されて い る 。

具体的な改定案は、 以下の と お り であ る 。 (変更箇所=下線部)

<個別審査基準 (見直 し後) >

在胎週数が 28 週以上であ り 、 かつ、 次の (-) 又は (二) に該当する こ と

(-) 低酸素状況が持続 して臍帯動脈血中の代謝性ア シ ドーシス (酸性血症) の

所見が認め られる場合 (PH 値が 7 . 1 未満)

(二 ) 低酸素状況が常位胎盤早期剥離、 臍帯脱出 、 子宮破裂、 子癇 、 胎児母体間

輸血症候群、 前置胎盤か ら の出血、 急激に発症 した双胎間輸血症候群 等に

よ っ て起 こ り 、 引 き続き 、 次のイ からチま でのいずれかの所見 が認め られ

る場合

イ 突発性で持続する徐脈

ロ 子宮収縮の 50%以上に出現する遅発一過性徐脈

ノ･ 子宮収縮の 50%以上に出現する変動一過性徐脈

ニ 心拍数基線細変動の消失

ホ 心拍数基線細変動の減少を住っ た高度徐脈

ヘ サイ ナ ソイ ダルパター ン

ト アプガース コ ア 1 分値が 3 点以下

チ 生後 1 時間以内の児の血液ガス分析値 (PH 値が 7 .0 未満)

【関連資料】 圓区圃
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ま た 、 先天性要因や新生児期の要因等の除外基準、 重症度の基準お よ び補

償申請期間について も検討を行っ たが 、 これ ら の基準の見直 しは行わない と

の結論に至っ た。
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( 2 ) 基準見直 し後の補償対象者数

① 補償対象者数の推計値

一般審査の基準を ｢在胎週数 3 1 週以上かつ出生体重 1,400g 以上｣ と し 、

個別審査の基準を <個別審査基準 (見直 し後) > に見直 した場合 (以下 、

｢在胎週数 3 1 週以上｣ と い う ) の推計数は、 以下の と お り であ る 。

年間 63 5 人 (※ 1 ) (推定区間 (※2) 48 1 人~789 人)

なお 、 一般審査の基準を ｢在胎週数 32 週以上かつ出生体重 1 ,400g 以上｣

と し 、 個別審査の基準を <個別審査基準 (見直 し後) > に見直 した場合 (以

下、 ｢在胎週数 32 週以上｣ と い う ) の推計数は以下の と お り であ る 。

年間 57 1 人 (※ 1 ) (推定区間 (※2) 423 人~71 9 人)

※ 1 日 本全国におけ る 、 補償対象 と な る重度脳性麻痺児の年間出生数

※ 2 統計的に見た 95%信頼区間

② 補償対象者数の推計値の根拠

本年 7 月 の 医学的調査専門委員会に よ る 現行制度におけ る 補償対象者

数の推計は 、 沖縄県において 1998 年~2007 年に出生 した脳性麻痺の全例

について 、 補償対象に該当する か杏かの判断を行い 、 一般審査 (※ 3) 、 個

別審査 (※4) のそれぞれについて 、 ｢沖縄県におけ る補償対象 と な る脳性

麻痺の発生数｣ 、 ｢沖縄県におけ る 出生数｣ 、 ｢2009 年の全国におけ る 出生

数｣ よ り 、 全国 におけ る補償対象者数の推計値を算出 した。

ま た 、 沖縄県におけ る 上記脳性麻痺の発生数を 、 2009 年の全国の発生

数にあてはめ る に際 しては 、 統計学的観点か ら誤差を考慮す る必要があ る

ため 、 真の予測値が含まれる と 考え られ る 区間について 、 二項分布の正規

近似を用いた方法に よ り 、 推計値の 95%信頼区間 を算出 した。

その結果、 現行制度におけ る補償対象者数の推計値は 481 人 、 95%信頼

区間は 340 人~623 人であ っ た。

基準見直 し後の補償対象者数の推計に際 して も 、 医学的調査専門委員会

に よ る現行制度におけ る補償対象者数の推計 と 同様、 一般審査 (※3) と

個別審査 (※4) に分けて 、 推計値お よ び推定区間 を算出 した。

一般審査については 、 沖縄県において 1998 年~2007 年に出生 した脳性

麻痺の全例について 、 補償対象に該当す る か否かの判断を行い 、 ｢沖縄県

にお け る補償対象 と な る脳性麻痺の発生数｣ 、 ｢ 沖縄県におけ る 出生数｣ 、

｢2009 年の全国におけ る 出生数｣ よ り 、 全国 におけ る補償対象者数の推

計値を算出 した。 個別審査基準については、 分娩時の状況について よ り 詳

細な情報を確認する必要があ る こ と か ら 、 宮崎県において 1998 年~20 1 0



年に 出生 した児を対象 と した宮崎大学の調査研究におけ る デー タ も活用

した。

具体的な算出方法は、 麺盛庄覊の と お り であ る o

※ 3 在胎週数 3 1 週以上 (32 週以上) かつ出生体重 1,400g 以上

※ 4 在胎週数 31 週以上 (32 週以上) かつ出生体重 1 ,40 0g 未満、 ま たは在胎週数 28

週以上かつ 31 週未満 (32 週未満) で所定の条件を満た した場合

3 . 補償水準 ･ 支払方式について

運営委員会において 、 現行の 3, 000 万円 と い う 補償水準が脳性麻痺児およ

びその家族の看護 ･ 介護に係 る 経済負担の軽減のた めのそ助 と 、 紛争の防

止 ･ 早期解決に照 ら して一定程度の効果を生み出 してい る か否かな ど につい

て議論を行っ た。

ま た 、 ｢児の生涯にわた り 補償す る方式 (終身年金払方式) ｣ お よ び ｢ 20

年間の補償ではあ る が 、 児の死亡時には補償金の支払いを打ち切 る方式 (有

期年金払方式) ｣ の導入の是非について議論を行っ た。

いずれの論点について も 、 議論の結果、 現状を維持する こ と と な っ た。

検討結熟ま 、 ｢産科医療補償制度 見直 しに係 る 最終報告書｣ (團遜回) の
と お り であ る 。

4 . 掛金水準等について

平成 27 年 1 月 以降の掛金水準等について 、 ①現行制度において必要な保

険料水準、 ②見直 し後制度において必要な保険料水準、 ③剰余金か ら の充当

額について検討を行い 、 以下の と お り 算出 した。

① 現行制度において必要な保険料水準

平成 25 年 7 月 の医学的調査専門委員会に よ る推計を踏ま えた 、 現行制

度におけ る補償対象者数推計の上限であ る 623 人 を も と に算出 した保険料

水準は 2. 2 万 円程度 であ る 。

<算出式>

推定区間上限 623 人 × 3 , 000 万 円 十事務経費 28 . 4 億円

=約 2 15 . 3 億円 2 1 5 . 3 億 円 ÷ 100 万分娩三 2 . 2 万円

※ 事務経費については 、 平成 27 年見込み額 と して暫定で算出。

※ 本年 10 月 に提示 していた保険料水準 (2 . 1万 円程度) か ら の変更理由

は 、 事務経費の見込み額について 、 10 月 時点では平成 25 年の見込み



額 と 同額 (約 27 億円 ) で試算 していた も の を 、 今般、 現時点での平成

27 年の事務経費を見込み (約 28 . 4 億円 ) 、 それに も と づいて試算 した

こ と に よ る 。

② 見直 し後制度において必要な保険料水準

｢在胎週数 3 1 週以上｣ の場合の保険料水準は 2. 7 万円程度 であ る 。

<算出式 (補償対象者数推計の上限であ る 7 8 9 人 に て算出 ) >

推定区間上限 789 人 × 3 , 0 00 万円 十事務経費 3 1 .8 億円 =約 268 . 5 億円

268 . 5 億円 ÷ 100 万分娩三2 . 7 万円

※ 事務経費については 、 平成 27 年見込み額 と して暫定で算出

なお、 ｢在胎週数 32 週以上｣ の場合の保険料水準は 2. 5 万 円程度 であ る 。

<算出式 (補償対象者数推計の上限であ る 7 1 9 人 にて算出 ) >

推定区間上限 7 1 9 人 × 3, 000 万円 十事務経費 30 . 2 億円 =約 245 . 9 億円

245 . 9 億円 ÷ 100 万分娩二 2 . 6 万 円

※ 事務経費については、 平成 27 年見込み額 と して暫定で算出

⑧ 剰余金か ら の充当額

･ 剰余金の額は 、 補償対象者数を仮に毎年 48 1 人 と す る と 、 平成 2 1 年契

約か ら平成 26 年契約の 6 年分で合計約 800 億円 。

･ 長期安定的な制度運営の観点で、 剰余金が枯渇 した際の掛金への影響を

考慮 し設定する こ と が望ま しい。

･ 充 当期間お よ び充当額について は 、 今後の社会保障審議会医療保険部会

の議論も踏ま え 、 保険料水準が確定する段階で決定する 。

(参考)

･ 充 当 期間 2 0 年 と した場合の充当額 : 0 . 4 万 円程度

･ 充当期間 1 5 年 と した場合の充当額 : 0 . 5 万円程度

･ 充当期間 1 0 年 と した場合の充当額 : 0 . 8 万 円程度

5 . 平成 26 年 1 月 の保険契約における事務経費等について

第 69 回社会保障審議会医療保険部会に報告 した方針の と お り 、 平成 26 年

1 月 の保険契約において 、 以下の見直 しを行 う こ と と してい る 。

① 剰余金の返還の最低水準

医学的調査専門委員会に よ る 現行制度におけ る補償対象者数推計の

推定区間の下限値は 340 人であ り 、 制度創設時 と 同様に補償対象者数の

推計の下限値 よ り 剰余金の返還の最低水準を設定す る と 340 人 と な る 。



一方、 同報告書において補償対象者数を最 も少な く 見積 も っ た場合の

推定区間の下限値 と して 278 人が示 されてお り 、 本制度の公的性格等に

鑑み、 現行の 300 人か ら 278 人 と する 。

② 剰余金の運用益

平成 26 年 1 月 契約以降、 補償原資に剰余が生 じた場合、 保険会社か

ら運営組織に返還 される剰余分に 、 返還までの期間の運用益相当額が付

加 されて返還 さ れ る仕組み と する 。

なお 、 運用益相 当額の算出方法等については 、 第三者の有識者か ら構

成 される ｢産科医療補償制度 運用利率に関す る検討会議｣ において検

討を行っ た結果よ り 、 肌添 10 Iの と お り と す る 。

③ 制度変動 リ ス ク 対策費

医学的調査専門委員会に よ る現行制度におけ る 補償対象者数推計の

推計値よ り 、 500 人の見込みか ら 481 人の見込みに変更 し算出する 。

制度変動 リ ス ク 対策費は 、

( 1 ) 医療水準向上等に伴い脳性麻痺児の生存率が統計デー タ 取得時

点よ り 上昇する リ ス ク

(2 ) 統計データ母数が少ないため推計値が大幅に外れ る リ ス ク

(3 ) 20 年間 の長期 にわた る補償金支払い業務に伴 う 予期でき ない

事務 ･ シス テ ム リ ス ク

等の予期で き な い リ ス ク に対応する費用であ り 、 こ の う ち 、 (2沸こつ

いては、 今回の推計結果に よ り イ氏 く な っ た と 考え られる が 引 き続き 5 %

の範囲内で残っ てい る他、 ( 1 ) の ｢医療水準向上等に伴 う 脳性麻痺の生

存率の上昇 リ ス ク ｣ や (3 ) の ｢事務 ･ シス テム リ ス ク ｣ は依然 と して存

在 してお り 、 48 1 人に も と づき設定する 。

<算出式>

1 02 万 7, 000 分娩 ×保険料 29 , 900 円 × (48 1 人÷ 800 人) × 5% 二約 9 . 2 億円

上記を踏ま えた 、 平成 26 年 1 月 の保険契約におけ る事務経費の額を含

めた 、 平成 21 年か ら平成 26 年の保険契約におけ る事務経費等の推移は 、

剛添 11 Iの と お り であ る 。

なお 、 平成 27 年 1 月 以降の保険契約におけ る①剰余金の返還の最低水

準、 ③制度変動 リ ス ク 対策費については、 見直 し後制度の補償対象者数推

計等も踏ま え 、 改めて検討を行 う こ と と する 。

【参考 ; 平成 27 年 1 月 以降の制度変動 リ ス ク 対策費】

現行の考え方に も と づき算出 した 、 平成 27 年 1 月 以降の保険契約に

8



おけ る制度変動 リ ス ク 対策費は 、 ｢在胎週数 3 1 週以上｣ の場合は以下の

と お り であ る 。

<算出式>

100 万分娩x保険料 27, 0 00 円 × (635 人÷789 人) x5% 二約 10 . 9 億円

※ 見直 し後制度の補償対象者数推計 (推計値 635 人 、 推定区間上限 789 人)

に も と づいて算出

なお 、 ｢在胎週数 32 週以上｣ の場合は以下の と お り であ る 。

<算出式>

100 万分娩x保険料 25 , 000 円× ( 5 7 1 人÷719 人) x5% 二約 9 . 9 億円

※ 見直 し後制度の補償対象者数推計 (推計値 57 1 人 、 推定区間上限 719 人)

に も と づいて算出

9



別添池

産科医療補償制度 見直uこ係る最終報告書

(表紙のみ)

公益財団法人 日本医療機能評価機構

産 科 医 療 補 償 制 度 運 営 委 員 会

平成 2 5 年 1 1 月 2 7 日
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産科医療補償制度 審査委員会

委員長 戸苅 創 殿

意 見 書

20↑ 3 年 竹 月 25 日

編集 ･ 監修 日 本産科婦人科学会/ 日 本産婦人科医会

｢産婦人科診療ガイ ド ラ イ ン産科編｣ 作成委員会

委員長 水上 尚典 Gヒ海道大学教授)

現在 、 進め られてい る産科医療補償制度見直 しの議論の中での 、 在胎週数28

週以上33週未満分娩例の個別審査基準見直 しについて産科医療補償制度審査委

員会委員長 よ り 意見を求め られま したので 、 産婦人科診療ガイ ド ラ イ ン産科編

作成委員会 と しての意見を 申 し述べます。

結論 : 産科医療補償制度審査委員会 個別審査基準改定案二- (二) は妥当 と

考え ます。

以下 ｢ ｣ 内 はその改定案二- (二) と な り ます。

｢低酸素状況が常位胎盤早期剥離、 臍帯脱出 、 子宮破裂、 子癇 、 胎児母体間輸血

症候群、 前置胎盤か ら の出血、 急激に発症 した双胎間輸血症候群等に よ っ て起

こ り 、 引 き続き 、 次のイ か らチま でのいずれかの所見が認め られる場合

イ 突発性で持続する徐脈

ロ 子宮収縮の 50%以上に 出現する遅発一過性徐脈

ノ･ 子宮収縮の 50%以上に出現する変動一過性徐脈

ニ 心拍数基線細変動の消失

ホ 心拍数基線細変動の減少を伴っ た高度徐脈

ヘ サイ ナ ソ イ ダルパタ ー ン

ト ア プガース コ ア 1 分値が 3 点以下

チ 生後 1 時間以内の児の血液ガス分析値 (PH 値が 7 。 0 未満) ｣

妥当 と 判断 した意見は以下の通 り です。

産婦人科診療ガイ ド ラ イ ン-産科編 20 11 (以下 、 ｢ガイ ド ラ イ ン｣ ) は evidence
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と consensus に基づ き 標準的産科診断 ･ 治療を示すこ と を 目 的に作成 されてい

ます。 evidence が あ る場合はそれに基づいて 、 それ ら がない場合には consensus

に基づいて予後改善のための医師の行動変容を期待 して記載 しています。 ガイ

ド ラ イ ン CQ41 1 の Answer 1 と 2 は 、 evidence と consensus (米国な らびに 日

本の専門家の ) に基づいて記載 さ れています。 Answer 1 の条件を満た した胎児

は健康であ り 、 Answer 2 (すなわち レベル 4~5 ) の条件を満た した胎児は既に

病変が形成 さ れている 可能性も 高い こ と と な り ま すが 、 臨床的に重要なのは 、

Answer 1 と 2 の間にあ る胎児の状態をす ぐに娩出が必要か、 あ る いは も う 少 し

待て る かを判断する こ と が求め られています。 そ こ で 、 それ ら の緊急度を示す

指標 と して 、 CQ4 1 1 中 に表 ロ ~mで示 しています。 これ ら胎児心拍数陣痛図の

基準において レベル 4 と さ れた場合は、 急速遂娩の準備、 あ る いは急速遂娩の

実行 と 新生児蘇生の準備を勧めています(レベル 5 の場合は急速遂娩の実行)。

一方 、 産科医療補償制度におけ る 個別審査基準見直 しに際 して は 、 同ガイ ド

ラ イ ン を踏ま え て検討する必要が あ る と 考えます。 すなわち 、 現在の産科医療

補償制度の個別審査現行基準ではAnswer2 の条件を満た した場合のみを基準 と

し て求めていま す。 しか し 、 突発的に胎児低酸素状況を引 き 起こ す特殊な病態

(常位胎盤早期剥離、 臍帯脱出 、 子宮破裂、 子癇 、 胎児母体間輸血症候群 、 前

置胎盤か ら の出血、 急激に発症 した双胎間輸血症候群等) では 、 診断次第急速

遂娩 と な る こ と か ら 、 胎児心拍パ タ ーンにおいて Answer2 基準を満たす以前に

娩出 と な り 脳性麻痺 と な る児が存在 します。 しか し 、 それ ら病態に よ り 脳性麻

痺 と な っ た児は例外な く 、 出生前な らびに出生時の状態が極めて悪い こ と か ら 、

児状態が悪かっ た こ と を証明する ため の条件 と して 、 個別審査基準改定案にあ

る 二- (二) - イ ~チ を設定 し 、 これ ら のいずれかを認めた場合には個別審査

基準 と していま す。 なお 、 胎児心拍数陣痛図 に関する 二- (二) - イ ~へはい

ずれ も 同 ガイ ド ラ イ ンの レベル 4 以上であ り 、 重篤な低酸素状態が進行 してい

る状態 と 解釈 さ れま す。 ま た 、 二 - (二) におけ る 、 前提病態 (常位胎盤早期

剥離、 臍帯脱出 、 子宮破裂、 子癇 、 胎児母体間輸血症候群、 前置胎盤か ら の出

血 、 な らびに急激に発症 した双胎間輸血症候群 (TTTS ) 等) は 日 本産科婦人科

学会 と して ｢妊娠 28 週以降であれば、 診断次第あ るいは強 く 疑っ た時点で急速

遂娩すべき であ る ｣ と 考えている病態 と 考えます。

以上
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見 直し後の補償対象者数の雑言tに麗訓して

一般審査基準の見直し ( 在胎週数旦山週以上かつ出生体重 1 400g以上) +個別審査基準の見直し

【推計の考え方】

補償対象となる脳性麻痺の基準を見直した場合の補償対象者数について 、 基本的には｢産科医療補償制度 医学
的調査専門委員会｣が現行制度における補償対象者数の推計を行うに際して使用 したものと同一のデータを活用
し 、 同一の考え方で推計を行った 。

よ り高い精度で推計値を算出するために 、 地域別調査の個 々 の事例について 、 補償対象となるか否かを一例ごと
に判定し 、 その結果をもとに当該地域の補償対象者の割合を算出 し 、 全国の出生数に乗じた。

具体的には 、 沖縄県のデータについて 、 児を一般審査と個別審査の基準となる在胎週数と出生体重く※ 1 )で区分
し 、 それぞれにおいて補償対象者の割合を算出 し く 以下の①のEに記載のとおり 、 一般審査の区分では出生 1 000
対0 . 5 1 、 個別審査の区分では出生 T OOO対 1 9 . 0 ) 、 それを2009年の全国の出生数に乗じた (以下の②のGに記
載のとおり 、 一般審査は542人 、 個別審査は9 3人 ) 。

個別審査については 、 個別審査基準の観点で補償対象に該当するか否かの判断について 、 宮崎大学の調査研究
におけるデータ (※ 2 ) を活用 した。

※ 1 一般審査の在胎週数 ･ 出生体重区分… ｢在胎週数3 1 週以上かつ出生体重 1 , 400g以上 ｣
個別審査の在胎週数 ･ 出生体重区分… ｢在胎週数3 1 週以上かつ出生体重 1 , 400g未満 、 または在胎週数28週以上

かつ3 1 週未満｣

※2 宮崎県において 1 998年~20 1 0年に出生した脳性麻痺 (脳性麻痺疑いを含む ) 274例のうち 、 ｢在胎週数3 1 週以上かつ
出生体重1 ,400g未満 、 または在胎週数28週以上かつ3 1 週未満｣の25例 ( 宮崎大学 鮫島 浩 氏の判読による ) のうち 、
1 0例が個別審査基準に該当 し 、 かつ除外基準に該当せず補償対象と判断された (40.0% ) 。
沖縄県のデータに比べ分娩時の低酸素状況に関する情報量がより豊富であるため 、 ｢個別審査の対象となる在胎週数 ･
出 生体重の重度脳性麻痺のうち 、 個別審査基準に該当 し 、 かつ除外基準に該当せず、 補償対象となる割合｣の算出に
ついて活用し 、 沖縄県のデータへのあてはめを行ったもの 。
なお 、 宮崎県のデータは重症度が不明であるものの 、 ｢個別審査の対象となる在胎週数 ･ 出生体重の重度隣性麻痺｣
に掛け合わせているため 、 大きな不整合はないと考えられる 。

①沖縄県の調査結果の整理 (使用データは 1 998年から 2007年の 1 0年間 )

一般審査の
週数 ･ 体重区分

個別審査の
週数 ･ 体重区分

合計 (参考)

A : 沖縄県での当該 1 0年間の出生数 1 64 , 457人 1 , 1 5 6人 1 65 , 6 1 3 人

B : Aの うち脳性麻痺児数 (全数) 1 69人 84人 253人

C : Bのうち重症度該当者数 1 02人 55人 1 57人

D 1 : Cの うち 、 除外基準非該当者数 84人 8 4人

D2 : Cのうち 、 個別審査の低酸素基準に
該当 し 、 かつ除外基準非該当の人数

22人 22人

E : D ( 1 または2) /A (有効数字5桁) 出生1 000対Q. 51 出 生 1 000対 1 9 . ○ 出生 1 000対○. 64

②沖縄県の調査結果による全国バースの推計値算出
一般審査の
週数 ･ 体重区分

個別審査の
週数 ･ 体重区分

合計 (参考)

F : 全国における2009年出生数 1 , 0 6 1 , 9 7 1 人 4 , 8 70人 1 , 0 6 6 , 8 4 1 人

G : 審査区分別推計人数(E × F) 542人 93人 635人

= 医学的調査専門委員会の推計値… … . . 542人 十 93人 = 63 5人 (48 1 人~ 78 9人(※) ) 1 I

※補償対象者数推計値の6 3 5人は 、 沖縄県の脳性麻痺の発生率を2009年の全国の出生数にあてはめて
算出 していることから 、 統計学的に見て全国における補償対象者数の真の予測値が含まれる可能性が
高いと考えられる区間として 、 二項分布の正規近似を用いて得た95%信頼区間。
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見単直し後の補償対象者数の推計に関して

一般審査基準の見直し ( 在胎週教卓餐週以上かつ出生体重山型畦以上) +個別審査基準の見直し

【推計の考え方】

0 補償対象となる脳性麻痺の基準を見直した場合の補償対象者数について 、 基本的には｢産科医療補償制度 医学
的調査専門委員会｣が現行制度における補償対象者数の推計を行うに際して使用したものと同一のデータを活用
し 、 同一の考え方で推計を行った。

0 よ り高い精度で推計値を算出するために 、 地域別調査の個々 の事例について 、 補償対象となるか否かを一例ごと
に判定し 、 その結果をもとに当該地域の補償対象者の割合を算出し 、 全国の出生数に乗じた。

0 具体的には 、 沖縄県のデータについて 、 児を一般審査と個別審査の基準となる在胎週数と出生体重(※ 1 )で区分
し 、 それぞれにおいて補償対象者の割合を算出 し く以下の①のEに記載のとおり 、 一般審査の区分では出生 1 000
対0 . 44 、 個別審査の区分では出生 1 000対 1 6 . 3 ) 、 それを2009年の全国の出生数に乗じた く以下の②のGに記
載のとおり 、 一般審査は47 2人 、 個別審査は9 9人 ) 。

0 個別審査については 、 個別審査基準の観点で補償対象に該当するか否かの判断について 、 宮崎大学の調査研究
におけるデータ (※ 2 ) を活用した。

※ 1 一般審査の在胎週数 ･ 出生体重区分… ｢在胎週数32週以上かつ出生体重 1 , 400g以上 ｣
個別審査の在胎週数 ･ 出生体重区分… ｢在胎週数32週以上かつ出生体重 1 , 400g未満 、 または在胎週数28週以上

※ 2 宮崎県において 1 99 8年~20 1 0年に出生した脳性麻痺 (脳性麻痺疑いを含む) 274例のうち 、 ｢在胎週数32週以上かつ
出生体重 1 ,4 00g未満 、 または在胎週数28週以上かつ32週未満｣ の 3 1 例 (宮崎大学 鮫島 浩 氏の判読による ) の うち 、
1 1 例が個別審査基準に該当 し 、 かつ除外基準に該当せず補償対象と判断された (35 . 5% ) 。
沖縄県のデータに比べ分娩時の低酸素状況に関する情報量がよ り豊富であるため 、 ｢個別審査の対象となる在胎週数 ･
出生体重の重度脳性麻痺のうち 、 個別審査基準に該当 し 、 かつ除外基準に該当せず 、 補償対象となる割合｣ の算出に
ついて活用し 、 沖縄県のデータへのあてはめを行ったもの 。
なお 、 宮崎県のデータは重症度が不明であるものの 、 ｢個別審査の対象となる在胎週数 ･ 出生体重の重度脳性麻痺｣
に掛け合わせているため 、 大きな不整合はないと考えられる 。

①沖縄県の調査結果の整理 (使用データは 1 99 8年から 2007年の 1 0年間 )

一般審査の
週数 ･ 体重区分

個別審査の
週数 ･ 体重区分

合計 (参考)

A : 沖縄県での 当該1 0年間の出生数 1 64 , 2 03人 1 , 4 T O人 1 65 , 6 1 3人

B : Aのうち脳性麻痺児数 (全数) 1 50人 1 03人 253人

C : Bのうち重症度該当者数 9 1 人 6 6人 1 57人

D 1 : Cのうち 、 除外基準非該当者数 7 3人 7 3人

D2 : Cのうち 、 個別審査の低酸素基準に
該当 し 、 かつ除外基準非該当の人数

23人 23人

E : D( 1 または2 ) /A (有効数字5桁) 出生1 000対○. 44 出生 1 000対1 6 。 3 出生1 000対○ . 58

②沖縄県の調査結果による全国バースの推計値算出
一般審査の
週数 ･ 体重区分

個別審査の
週数 ･体重区分

合計 (参考)

F : 全国における2009年出生数 乱 060 , 8 5 9人 5 , 9 82人 乱 06 6 , 8 4 1 人

G : 審査区分別推計人数(E X F) 47 2人 99人 57 す 人

I I 医学的調査専門委員会の推計値… … . . 47 2人 十 9 9人 = 57 1 人 ( 423人~7 1 9人(※ ) ) =

※補償対象者数推計値の57 1 人は 、 沖縄県の脳性麻痺の発生率を2009年の全国の出生数にあてはめて
算出 していることから 、 統計学的に見て全国における補償対象者数の真の予測値が含まれる可能性が
高いと考えられる区間として 、 二項分布の正規近似を用いて得た9 5%信頼区間 。
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産科医療補償制度 剰余金の運用 利率 に 関す る 検討結果に つ い て

l ｢ 産科医療補償制度 運用利率に関す る 検討会議 ｣ に つ い て I

( 1 ) 概要

補償対象者数が一定数を 下回 っ た場合 に運営組織で あ る 日 本 医療機能評

価機構に保険会社か ら 返還 さ れ る 剰余金 に つ い て 、 現行では返還ま で の期

間 の運用益相 当額が考慮 さ れて い な い が 、 平成 26 年以降の保険契約 にお い

て運用 益相 当 額 を含む金額 を返還す る 算 出方法 に 見直す こ と と さ れた 。 そ

の た め 、 有識者か ら 構成 さ れ る ｢産科 医療補償制度 運用利率 に 関す る 検

討会議｣ を 設置 し て 、 産科 医療補償制度 の趣 旨 等 を踏ま え た適切 な運用 の

あ り 方お よ び運用益相 当 額の算 出方法等 につ いて 1 1 月 18 日 と 1 1 月 22 日

の 2 回 に わた っ て検討 を行 っ た 。

( 2 ) 委 員 名 簿

(◎座長 )

氏 名 所属 ･ 役職

荒川 進 あ ら た監査法人 パー ト ナー

荒巻 淳 有限責任監査法人 ト ーマ ツ デ ィ レ ク タ ー

◎岩本 康志 東京大学大学院 ･ 経済学研究科 教授

藤木 雅彦 タ ワ ー ズ ･ ワ ト ソ ン株式会社 デ ィ レ ク タ ー

( 3 ) 会議の実施

概要 開催 日

第 1 回運用利率に 関す る 検討会議 (審議) 1 1 月 18 日

第 2 回運用利率に 関す る 検討会議 ( 取 り ま と め ) 1 1 月 2 2 日

( 4 ) 検討結果

別紙 ｢剰余 金 の運用利率設定の考 え方 につ いて ｣ の と お り 。

以上
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平成 25 年 1 1 月 2 2 日

運用利率に 関す る 検討会議

剰余金の運用 利率設定の考え方に つ い て

1 . 剰余金の運用方法

○ 保険会社では 、 複数年に わ た る 保険契約 に対応す る 資産 につ い て 、 将来 、

保険金や返戻金等 を確実 に支払 う た め 、 保険金や返戻金等の支払時期 に運用

資 産 の償還期 限 が合 う よ う 、 国 債 な ど の債券 を 中 心 に運用 す る 、 い わ ゆ る

ALM (Asse t Liab 1nty Management / 資産 ･ 負債総合管理) が行われて い

る 。 補償金 を 20 年に わ た り 給付 し補償対象者数確定後 に剰余金 を返戻す る 本

制度 の運用 は 、 ALM に よ る 管理に馴染む。

○ 剰余金 の運用方法は 、 国債 の ほ か株式 、 投資信託な どが考 え ら れ る が 、 公

的性格の強い本制度 に おい て は 、 ALM を前提に 、 信 用 度お よ び流動性が高 い

日 本国債 をベー ス と し た運用 方法 を運用 益相 当 額算 出 の前提 と す る こ と が適

切 で あ る 。

2 . 運用 利 率の決定方式 お よ び水準

○ 剰余金 を返還す る ま での約 5 . 6 年 間 の運用利率の決定方式につ き 、 日 本国

債 をベー ス と し た ALM 運用 を前提 と し て 、 主 と し て 市場金利変動 リ ス ク の負

担 の あ り 方や事務 ロ ー ドの 多寡等 を踏ま え て 比較検討 を行 っ た が 、 本制度 に

おい て は ｢保険料計上時点 の市場金利の実績値 を用 い て事後 的 に運用利回 り

を設定す る 方式｣ に よ り 運用利率 を決定す る 方式が適切で あ る 。

○ 具体的 に平成 26 年契約で は 、 平成 26 年 3 月 ~平成 27 年 2 月 の 各自 の残存

期 間 5 . 5 年国債利 回 り ( 月 末 5 営業 日 の 平均利回 り ) の平均値 を 元 に運用利

率が決定 さ れ る 。

運用利率 の指標 と な る 基準金利 ( 国債 の利率 ) は 、 流通市場にお け る 固 定

利付 国債の 実勢価格に基づいて財務省が算 出 し公表 し て い る 主要年限毎の半

年複利金利 を元 に割 引 債の 金利 に 変換 し た利率 と す る 。 運用利率につ い て は 、

基準金利か ら税負担 コ ス ト や投資経費 を 控除 し て決定 さ れ る 。

(参 考 ) 20 1 3 年 1 0 月 末時点 の金利 を基準 に試算す る と 、 剰余金 を返還す る

ま で の約 5 . 5 年 間 の運用利率 (年率 ) は 、 0 . 1 4% と な る 。

以上
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産科医療補償制度の収支状況

0.0 平威2 , 年 平反2 2 年 誠“3年 平成鷁年 中戚第年 平成26年

制度の前提･ 見直 しの状況 平成 2 1 年 平成 2 2 年 平成 2 3 年 平成 2 4 年 平成 2 5 年 平成 2 6 年

保険料収入 (①+②)

(掛金対象分娩数)

･ 補償対象者数を年間8加入 と 見込んで掛金
30 , 000 円 (保険料29 , goo 円 ) を設定 。
･ 掛金の う ち 1 00円は 、 分娩桧関が廃止等 した
堝合に補償責任 を引 き望 ぐための費用 。

3 1 , 525
( 1 ‐0 54‐3 4 0)

32 , 383
( 1 .03 3 .04 5)

3 1 , 800
( 1 ,06 3 , 540)

3 1 ,345
( - ･α楓337 )

※ 1

3 1 , 156
( - ,042,国0)

※ l

3 0 ,707
( 1 , 02 7 ,0 00 )

(参考) ※2
平成 2 7 年
(3 1 週の場合)

(参考) ※2
平成 2 7 年
(3 2週の端合)

27,00O
( 1 ,000 ,000)

25 ,000
( 1 , 000,000)

23 ,822

(88 .2 %)

2 1 ,983

(87 .9%)

純保険料 (補償原資) ①

27 , 139

(86 , 1 % )

28 , 1 59

(87 .0%)

28,039

(88 .2%)

27 ,622

(88 . 1 %)

2 8 ,285

( 9 0 .8 明り

27,746

(90 . 4%)

給付金支給実績
<平成 2 5年 1 0月 末時点>

(補償対象者数 )

6 ,570

(2 1 9人)

5,790

( 1 93人)

4, 2 90

( 1 43人)

2 , 1 00

(70人)
支払償金
<平成25年 1 0月 末時点>

･ 平成2 1 年6月 に 、 補償原資に剰余が生 じた場
合 、 保険会社か ら運営組機に返還される仕組み

を導入 。
･ 返還 される剰余金に 、 運用利息は含まれな
い。 (平成26年契約か ら は運用 利息相 当損が付
加されて返還き れ る予定。 )
･ 剰余金返還の波低水準と して補償対象者敷推
計の下限値で ある300人を設定 。 (平成26年契約
か ら は最低水準を 278人 と する予定。 )

2 0 ,569 22 ,3 69 23 ,749 2 5 ,52 2

付加保険料 (事務経費) ②
4 ,386
( 1 3 .9%)

4 ,224
( 1 3 .0%)

3 ,761
( 1 1 . 8%)

3 ,723

( 1 1 . 9%)

2 ,87 1

(9.2%)

2 , 961

(9 .6%)

評価機構
994

(3 .2%)

899

(2 ,8%)

735

(2 .3%)

745

(2 .4%)

※3929
(3 . 0% )

※1 ,055
(34%)

保険会社

物件費

人件費

制度変動
リ ス ク

対策費

3 ,392

(1 0 . 8%)

3 ,32 5

( 10 .3%)

3 ,026

(9 .5% )

2 ,978

(9 . 5%)

1 , 942

(6 .2%)

1 ,90 6
(6 . 2% )

物件費
1 ,015
(3 , 2% )

1 ,08 1

(3 , 3% )

872

(2 . 7%)

862

(2 . 8%)

532

( 1 .7% )

529

( 1 .7%)

人件費
799

(2 .5% )

653

(2 .0%)

539

( 1 .7%)

545

( 1 .7%)

437

( 1 .4% )

- 454

( 1 . 5%)

制度変動
リ ス ク

対策費

補償対象者数を800人 と見込んで設定。
平威25年契約において は、 補償対象者数を 仮に
500人 と し て見直 し 。 (平成26年契約か らは48 1
人の見込み と して算出する予定 。 )

1 , 578

(5 ,0%)

1 , 592
“,9%)

1 ,61 5
(5 , 1 %)

1 ,571
(5 .0%)

974

(3 . 1% )

923

(3 .0%)

3 , 178
( 1 1 ,8% )

3 ,0 1 7

(1 2 . 1 %)

1 , 090
鼠0%)

1 ,090

(44%)

2 ,088

(7 .7%)

1 , 927

(7.7%)

532

(2 .0 %)

487

( 1 .9%)

469

( 1 .7% )

447

(1 . 8%)

1 , 087

(40% )

993

(4 .0% )

※2 平成27年以降の保険料水準算出のための試算であ り 、 実際の顫については異なる可能性があ る 。
※3 実績に基づく見込み

自賠責保険にお ける支出構成割合
(平成23年度損保 ･共済計 )

産科医療補償制度における支出構成割合

各種事務経

費
9.2ち

(平成25年見込み )

支払保段
← 金

64 . 5、

｢ 日本損害保険協会 平成24年度損保決算額況について ｣
より

｢平成25年 1 月 開催 自賠責審議会資料｣より

5 9

支払保険
金

7 5 .3 、

支払保険金

(補損金 )
9 0 .8 、

- - - -- - - -- J

別 添=

損保決算垢況における支出構成割合
( 平戒24年度損害保険留会加盟2 6 社計 )



参考資料2
l 第 72 回社会保障議会医療保険部会 本制度関連概要 l

● (全国健康保険協会) 本制度は公的制度であ り 、 透明性の確保が必要であ る と い う こ と が前提

であ る 。 本 日 の機構か ら の説明 について 、 ま っ た く 納得でき ない。 い く つか意見を述べ させて

いただ く 。 ①本 日 最終報告書が機構か ら提出 さ れてい る が 、 前回の部会にて部会長よ り ｢部会

で決めてい く ｣ と 発言があ っ た に も かかわ らず 、 機構で取 り ま と め ま で行っ て し ま っ たのであ

れば、 大変不信感を抱かざる を得ない。 ②一般審査の基準について 、 本制度は公的制度であ る

ため 、 見直 し 4こ あた っ ては保険者の理解 と 納得 、 お よび根拠 と な る 医学的エ ビデンス が必要で

あ る 。 医学的な議論は行っ たのか と 疑問 を感 じ ざる を得ない。 統計学的分析について有意差が

あ る な しでは 、 どち ら と も判断でき ない と い う こ と ではないか。 基準の拡大あ り き で考えてい

る のではないか。 体重について も 同 じ く 理解でき ない。 そ も そ も現行基準の妥当性について ほ

と ん ど検証が行われてお らず、 本 日 の説明資料を こ の見直 しの基準の議論の論拠 と して よ いの

か否か 、 判断ができ ない。 財団以外の第三者に よ る 医学 ･ 生物学の領域に関する 専門的な評価

が必要ではないか。 そ の よ う な進め方について 、 部会長にお諮 り したい。 ③医学の進歩に よ り

脳性麻痺の発生率が低下 してい る た め一般審査の基準を 33 週か ら 3 1 週する と機構は説明 して

い る 。 一方見直 し後の推計値の算出には 98 年か ら 07 年のデー タ を使 っ てお り 、 創設時 と 同 じ

古いデー タ を使っ てい る 。 脳性麻痺の発生率が低下を踏ま えたデータ を使 う べ き ではないか。

④個別審査基準の見直 いこついて 、 意見書が添え られてい る が 、 個別審査基準は大臣告示で定

めてお り 、 最終決定権は部会、 行政であ る と 考 えてい る 。 行政は こ の個別審査基準見直 しにつ

いて ど う 判断 してい る のか。

● (機構) ①運営委員会だけで本制度の見直 し について全部決め る こ と はでき ない と 考えてお り 、

保険者の理解を得なが ら進めてい く と い う 理解は変わっ ていない。 運営委員会 と し て は医学

的 ･ 統計学的な観点で見直 しの議論を行い 、 それを医療保険部会へ報告 、 審議いただ く 流れ と

理解 してい る 。 ②小児神経科の医師か ら は周産期医療の進歩に よ り 28 週か ら 3 1 週までの脳性

麻痺の発生率が非常に下が っ てお り 、 100 人の う ち数人 しか脳性麻痺にな らず 、 さ ら に重度の

脳性麻痺はその一部の割合であ り 、 それを G通常の妊娠 ･ 分娩｣ へ含ま ない こ と は不合理であ

る こ と か ら 、 28 週以上を一律補償対象 と しては ど う か と い う 提案が あ っ た。 これ ら を 1 週 ご

と に統計学的に分析 した と こ ろ 、 30 週以下は有意差があ る ため 、 一律対象 と する には難 しい

のではないか と い う こ と で絞 り 込みを行っ た。 薬や抗がん剤の開発に も こ の手法は使っ てお り 、

こ の手法で重要な判断ができ ない と い う こ と ではない と 考えてい る 。 現行基準に よ る運営が 、

補償や審査、 医療の質の向上 、 紛争防止、 早期解決につなが っ てい る か、 運営委員会において

検証 し有効 と い う 結論を得てい る 。 ま た 、 本年 5 月 に公表 した再発防止報告書で対象 と した

188 例 を検証 した と こ ろ 、 未熟性のみが原因で脳性麻痺 と な っ た事例は 1 件 も なかっ た こ と か

ら 、 現行基準は有効に機能 してい る と 考えてい る 。 ③脳性麻痺の特性か ら 、 限 られたデータ と

な っ て しま う点 、 ご理解いただき たい。 がんは年間 70 万人の患者がい る こ と に対 し 、 脳性麻

痺児は年間 500 人であ り 、 何年集めた と して も 限 られたデー タ の中で対応 していかない と い け

ない と い う こ と を ご理解いただき たい。 推計値について も脳性麻痺 自 体が少ないためかな り の

期間のデー タ が必要であ り 、 手に入 る だけの 22 年間のデー タ で推計 し よ う と い う 考え も あ っ

たが 、 脳性麻痺の発生率の低下を織 り 込みつつ 、 統計的に信頼に足 る デー タ にす る ため 、 直近

の 10 年間であ る 1998 年か ら 2007 年のデー タ を使用 した。 なお、 今回の統計については第三

者の疫学の専門家に も検証いただき 、 こ の方法が妥当 であ る と の意見書を も ら っ てい る 。

● (運営委員会委員長) 全国健康保険協会の委員の ご指摘は ご も っ と も であ り 、 10 月 の 医療保

険部会での ご意見について は運営委員会で も し っ か り 踏ま え検討を行っ た。 最終報告書に議論

の過程を記載 してい る が 、 周産期医療の先生方か ら は見直 しの基準 と して 28 週ま で下げる こ

と が妥当 と の意見を も ら っ たが 、 医療保険部会の理解を得る と い う 点 も踏ま え 、 運営委員会に
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てそれだけで 28 週ま で下げる こ と は適 当 ではない と 判断 し 、 最終的に 30 週 と 3 1 週に明 ら か

な差が あ る と して結論を出 し てい る 。

● (医政局 ) 個別審査基準の ｢イ ｣ か ら ｢へ｣ については 、 ガイ ド ラ イ ンにおけ る レベル 4 以上

であ る と い う こ と を学会で も認め られてお り 問題ない と 考 えてい る 。 ｢ ト ｣ 、 ｢チ ｣ について は

依拠する ガイ ド ラ イ ンがな く 、 モ ニ タ ーが不要な項 目 であ る ため 、 ｢モ ニ タ ー を取 ら ないほ う

が有利であ り 、 故意に取 ら ない｣ と い う よ う なモ ラ ルハザー ド と な ら ない よ う 、 き ち ん と 機構

にて審査を していただければ間違いない と 考えてお り 、 その点について機構に確認 させていた

だき たい と 思 う 。

● (全国健康保険協会) 説明は理解 したがま だ納得 し切れない部分 も あ る 。 他の委員か ら の意見

も 聞いて も ら いたい。

● (部会長) 当 部会の意向 を最終報告書へ反映、 変更可能 と い う 認識で正 しいか。

● (機構) 運営委員会において審議 して ま と め た報告書であ る 。 こ の報告書を医療保険部会へ報

告 し 、 内容について審議いただき 、 方針、 考え方が示 されれば運営委員会へ報告 したい。

● (部会長) 報告は した 、 つま り 最終決定権は医療保険部会にあ る と い う こ と を納得いただいた

と い う こ と で よ ろ しいか。

● (機構) 医療保険部会で考え方を示 していただき たい と 考えている 。

● (健康保険組合連合会) 全国健康保険協会の委員 と 同 じス タ ンス であ る 。 最終決定権が部会に

あ る と 聞いて安心 した。 い く つか質間 させていただ く 。 ①最終報告書の書き 方が ｢決定する ｣

や ｢~する こ と と する ｣ と い う 書き 方 と な っ てお り 、 あたか も確定 した こ と の よ う るこ書かれて

い る 。 ま た 、 本制度の運営を機構へ委託 して 5 年た っ てい る のに も かかわ らず、 5 年間の資料

が入っ ていない。 機構は 5 年間何を していたのか。 ②統計学的分析で有意差のあ り な し を見て

い る が 、 有意差がないか ら 同 じ グループ と はな ら ない と 思 う 。 統計の専門家に聞いて 、 有意差

が ない と い う こ と は同 じ グループであ る と い う 結論であ っ た と い う 意味か。 ③脳性麻痺の発生

率が下が っ てい る に も 関わ らず 09 年ま でのデー タ しか使っ ていない と い う こ と は 、 デー タ が

ない と い う こ と か。 推計値の算出に 10 年間のデー タ を用いた と あ る が 、 1 0 年間 の間に脳性麻

痺の発生率は数倍下がっ てい る 。 98 年か ら 0 1 年のデー タ を入れて 、 なぜ直近のデータ を入れ

ないのか。 ④現行制度の保険料水準が前回資料には 2 . 1 万 円 と 書かれていたが 、 何故今回 2 , 2

万円 に増えてい る のか。 ⑤制度変動 リ ス ク 対策費については数年前か ら指摘 してい る 。 過去の

制度変動 リ ス ク 対策費の推移が資料 と し て 出てい る が 、 平成 2 1 年か ら平成 25 年までを足す と

約 74 億円 と な り 、 こ れは民間保険会社の利益 と い う 解釈で正 しいか。 こ の 5 年間で リ ス ク は

あ っ たのか。 ど こ に リ ス ク が あ る のか。 リ ス ク はないため 、 制度変動 リ ス ク 対策費をやめて く

だ さ い と 言っ てい る 。 公的資金を使って保険会社に運用益も入っ てお り 、 機構の責任は重大で

あ る 。 ⑥ま た 、 本制度は公的な保険に も かかわ らず 、 特定の 1 社の保険会社が シェ アの 2 / 3

を持 っ てい る こ と は 、 異常な運営を してい る と 思 う 。 制度変動 リ ス ク 対策費について は全 く 納

得いかない。 ⑦28 週か ら 32 週の事例については 、 分娩に係る 事故か 1 つ 1 つ判断する個別審

査があ る が 、 こ の仕組みで何か不都合はあ る のか。 個別審査の件数のデー タ を見て も 、 適切に

個別審査が されてお り 、 必要な方には必要な補償が行われてい る と 理解 してい る 。 現行の仕組

みで何が問題で 、 一般審査基準を 3 1 週 ま で下げる のか。

● (機構) ②3 1 週か ら 33 週が ま った く 同 じ と は理解 し ていない。 有意差がなかっ た と い う こ と

であ る 。 同時に先ほ ど有意差がない と い う こ と で何か決断ができ ない と い う 意味で も ない と 申

し上げた。 ③脳性麻痺の発生率が下が っ てい る こ と についてはその と お り だが 、 デー タ が 09

年ま で しかない こ と については 、 重度脳性麻痺の診断には時間がかか る と い う 特性が関係 して

お り 、 ご理解いただ き たい。 推計値の算出において 08 年 と 09 年のデータ を入れなかっ た点に

ついて は医学的調査専門委員会の報告書において 08 年 と 09 年のデー タ については 20 12 年末

の調査時点でま だ診断が終わっ ていない可能性があ り 、 慎重に考え 、 98 年~07 年の 1 0 年間
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のデー タ を用いた。 同時に減少傾向 も織 り 込んでい る 。 ④現行制度の保険料水準が 2. 2 万円 と

な っ た理由 は、 審査や原因分析の件数およ び周知のための費用 の増加に と も ない事務経費の見

込みが増えたためであ る 。 ⑤ リ ス ク については依然残っ てい る と 考えてい る 。 ま た リ ス ク が想

定を上回れば保険会社の損失 と な る性質の も のであ る 。 なお今の と こ ろ リ ス ク が発生 した と い

う こ と はない。 ま た 、 他の公的な保険において も シェ ア が過半数を 占 め る共同 引受保険があ る

と 聞 いてお り 、 必ず し も特異な も の と は考えていない。 ⑦一般審査の不都合について 、 28 週

か ら 32 週の脳性麻痺発生率が低下 してい る こ と がデー タ上、 お よび現場の医師 も感 じてお り 、

通常は重度脳性麻痺に な ら ない と 説明 でき る よ う な 医療 と な っ てい る 。 に も かかわ らず、 3 3

週 の児はカバー さ れてお り 3 1 週の児はカバー されていない と い う 矛盾が生 じてい る 。 ま た 、

体重について も 33 週の平均体重は 1 , 9 00g ぐ ら いであ り 、 厳 しい基準 と な っ てい る 。 個別審査

の不都合について 、 個別審査で補償対象 と な る た めには限定 さ れた厳 しい基準が必要であ る が 、

今 日 の 医学を も っ て して も完全な基準はない。 ま たそれに該当 しな ければ補償対象 と な ら ない

と い う 不都合があ る 。 個別審査基準は万能ではない と い う こ と をお伝え したい。

● (運営委員会委員長) 有意差あ り と 有意差な いま異な り 、 有意差あ り を重視すべき であ る 。 厚

労省か らの提出資料に も記載 されてい る が 、 創設当 時の枠組みは変わっ てお らず、 分娩に係る

医療事故について 、 蓋然性が高い も のは一律補償対象 と してい る 。 一方、 民間 の保険を使 う 以

上、 基準を 明示 しなければな らず、 こ の基準を め ぐっ て訴訟が起き てお り 、 臨床において も難

しい状況であ る こ と か ら今回 33 週 を 3 1 週へ変更 したい と い う こ と で報告書をま と めた。

● (機構) 見直 しにあた っ て制度の実態を把握 してい る のか と い う 指摘があ っ たが 、 今年の 6 月

に取 り ま と めた見直 し るこ係 る 中 間報告書において 、 こ れまでの取組みについて分析 し 、 それを

踏ま え今般最終報告書を取 り ま と めた。 ま た再発防止報告書を検証 し 、 未熟性のみが原因の脳

性麻痺は 1 例 も なかっ た。 制度変動 リ ス ク 対策費の指摘については 、 こ れま で (健康保険組合

連合会の) 委員か ら たびたび指摘を受 けてお り 、 指摘を踏ま え 、 あ り 方について検討 してい き

たい。

● (健康保険組合連合会) 産科の先生方か ら の要望を受けて 、 見直す前提で議論 した こ と はおか

しい と 思 う 。 産婦人科医会 、 産科婦人科学会等が厚労大臣へ要望書を提出 したが 、 ど う やっ て

広げ られる か と い う 考え方だけで議論する のはおか しい と 思 う 。 5 年間で機構が学んだ こ と を

何故反映 しないのか。 09 年生まれの児については 、 既に 200 人か ら 300 人お り 、 それを も と

にすれば色々 な推計ができ る と 思 う 。 こ の最終報告書は納得いかない。 統計については 、 N が

少ないに も 関わ らず有意差がない こ と を も っ て同一グループだ と 言われる こ と については、 納

得がいかない。 見解の違いだ と 思 う 。 制度変動 リ ス ク 対策費は これ以上は申 さ な いが 、 引 き 続

き検討する と い う こ と で、 公的保険 と い う 意味合いを考えて善処をお願い したい。 保険者 と し

ては こ の報告書は全 く 納得がいかない。

● ( 日 本労働組合総連合会) 19 回 にわた る 見直 しの議論を経て今回取 り ま と め た こ と について 、

評価 し てい る 。 基準については一般審査、 個別審査 と も に両方 と も運営委員会の結論を尊重す

べき であ る 。 前回 の部会で東大 ･ 岡先生の ヒ ア リ ン グ資料が提出 さ れてお り 、 一般審査の基準

は 28 週以上が妥当 であ る と 記載 さ れてい る が 、 別添資料にあ る よ 効こ 、 さ ま ざま な資料を用

いて専門家に よ る検討を深めた結果、 3 1 週 と 結論付け られた も の と 理解 してい る 。 したが っ

て本制度は拡大 、 前進を図 る べ き であ る 。 ま た 、 28 週で も一定ケース が補償対象 と な っ てお

り 、 個別審査を丁寧に行っ てほ しい と 要望する 。 前回の部会で も 申 し上げたが 、 原因分析、 再

発防止が 、 産科医療の質を向上 させ、 それが脳性麻痺児の数を減 らす こ と つ なが る と い う こ と

を 、 改めて 申 し上げる 。 引 き続き 、 原因分析 、 再発防止を強化 して ほ しい。

● (国民健康保険中央会) 基準の決め方についてはい まひ と つ納得いかない。 沖縄のデータ だけ

では狭い範囲のデータ と 思 う 。 98 年以降脳性麻痺の発生率が何故こ の よ う “ こ減少 したのか、

一般論 と し て周産期医療が発達 してい る 点はわかる が 、 1 998 年以降の変化について説明が不
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十分であ り 、 補償対象の決め方について納得がいかない。 いつまで も 限 られたデー タ で議論 し

ていいのか と い う 疑問 も あ り 、 厚生労働省が脳性麻痺児の調査をやっ たほ う が いいのではない

か と 考えてい る 。 それ以外の部分の考え方は全国健康保険協会の委員 、 健康保険組合連合会の

委員 と 同様であ る 。 制度創設時、 私は内閣府少子化担当 政策統括官をやっ てお り 、 制度を立ち

上げる にあた っ ては 、 日 本医師会や政治家も何 と かな ら ないか と い う 話であ っ た と 記憶 してい

る 。 厚生労働省へも何 と か して く れ と 何度 もお願い した。 民間 の損害保険会社に も打診 したが 、

なかなか協力 して も ら えず 、 最終的に機構が引 き受け 、 民間の損害保険会社を活用する仕組み

と した 。 民間会社が引 き受 け る ための鍵 と い う の は あ る と 思っ てい る 。 民間の保険会社が引 き

受けた結果 と しての利益が ど こ に行 く のか、 それが書かれていない。 書かれてい る のは制度変

動 リ ス ク 対策費であ り 、 それが利益かな と 思っ て しま う 。 制度変動 リ ス ク 対策費は問題がない

よ う & こ そ う い う 名前 と してい る のではないか と 思っ て し ま う が 、 民間会社に仕事を して も ら う

な ら利益が必要であ る と 正面か ら説明 して は ど う か。 ゼ ロ に した ら 民間は本当 に 引 き 受けて く

れる のか。 何 も 民間の保険会社に多大な利益を生 じ させる べき と いっ てい る わけではない。 そ

の あた り を踏ま えて説明 していただかない と 、 議論がいつま で も 同 じ と な っ て しま う 。

● (全国後期高齢者医療広域連合協議会) ｢我が国 には全国的な脳性麻痺児の登録制度がない ｣

と 記載 されてい る が 、 全国的な正確な数字はわか ら ないのか。

● ( 医政局 ) 登録制度はな く 正確な数字がわか ら ないため 、 民間の方が行っ てい る沖縄の調査結

果を も と 0こ し てい る 。

● (全国後期高齢者医療広域連合協議会) 国で把握 し よ う と い う 理念はないのか。

● (医政局) 所管が異な る ため 、 医政局 と して今 日 回答 させていただ く こ と は難 しい。

● (全国後期高齢者医療広域連合協議会 ) 国会で もそ う い う 議論はないのか。 統計学上の数字に

基づいた政策だけを考えていては 、 エ ビデンス に も と づいた政策を考えてい く こ と に永遠にな

らず 、 ど こ かで議論 してい く 必要があ る 。 古いデー タ よ り も新 しいデータ 、 よ り 精密なデー タ

が よ いわけだが 、 専門の知見に も と づ く 、 ま た医学的 、 免疫学的な様々 な も の を投入 し て万全

を期す必要が あ り 、 そ の よ う な議論をすべき であ る 。 脳性麻痺児を持つ と い う こ と は家族に と

っ て も重大な関心事であ る 。 今回の最終報告書は委員全員の賛成を得てい る のか。

● (運営委員会委員長) 議論が激 し く な っ た も の も あ る が 、 それ ら については報告書に少数意見

と して記載 してい る 。

● ( 日 本医師会) 従来か ら産婦人科医会 ･ 学会の意向 を尊重 して対応 させていただいてい る 。 運

営委員会の委員に医会 ･ 学会の先生も入っ てお り 、 ま た統計学的分析については第三者の専門

家 よ り 統計学的に意味があ る と 意見をいただいてい る と の説明 も あ り 、 最終報告書の内容を尊

重すべき と 考え る 。

● ( 日 本看護協会) 本制度は効果のあ る仕組みであ り 、 制度 を充実 させる こ と が重要であ る 。 剰

余金が出てい る のであれば、 目 的 に沿っ て早 く 見直すべき であ り 、 脳性麻痺の児の救済 と い う

観点で見直すべ き であ る 。 制度創設時、 基準を絞っ た経緯も あ り 、 剰余金 も あ る ので 、 本来の

目 的に沿っ て充実 さ せる べき であ る 。 報告書の内容については 、 運営委員会においてデータ を

も と に何度 も検討 した上で提案をいただいてお り 、 一般審査の見直 しについて 、 3 1 週以上 と

する 見直 しは妥当 であ る と 考 え る 。

● ( 日 本経済団体連合会) 統計学的分析を重視 してい る よ う ろこ思 う 。 沖縄のデー タ を使っ てい る

が 、 沖縄が全国の縮図であ る と い う エ ビデンス はあ る のか。

● (運営委員会委員長) 脳性麻痺児の登録制度がな く 、 ま た法令の根拠がない中での調査であ り 、

脳性麻痺児の調査は非常に難 し く 大変であ る 。 その 中 で 、 沖縄県は 20 年前か ら小児科医の医

師がデータ 収集する仕組みを作っ てお り 、 さ ら に我々 も追加で調査 し 、 22 年間の沖縄県のデ

ー タ を得る こ と ができ た。 沖縄県は島で構成 さ れてお り 、 児の移動が少ないので対象を き ちん

と 把握する と い う 点では、 現状では沖縄県のデー タ が最大で最良のデー タ と な る 。
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● ( 日 本経済団体連合会) 沖縄デー タ の貴重 さ ではな く 、 全国のサ ンプル と して正 しい と い う こ

と を統計的に検証でき てい る のか。

● (機構) 医学的調査専門委員会におけ る推計値は 48 1 人 、 信頼区間が 340 人か ら 623 人であ

る が 、 現在 09 年生まれの児の補償対象者の確定件数、 審査中 、 申 請準備中の件数を合わせる

と 45 0 件程度であ り 、 推計区間に収ま る可能性が高い。 よ っ て沖縄県のデータ は信憑性が高い

と 考えてい る 。

● (大学教授 (経済学) ) 統計について コ メ ン ト したい。 ①今回の統計学的分析は仮説検定 と 呼

ばれる も ので 、 統計的には正 しい手続き であ る と 思 う 。 確率の世界であ る ため 、 誤差はあ る の

は仕方な く 、 誤差をな るべ く 少な く して 、 割 り 切っ て考え る必要があ る 。 今回は ｢発生率が同

じであ る ｣ と い う と い う 仮説であ る が 、 それを も っ て一律補償対象 と する一般審査基準 と 個別

審査基準を決め る のは 、 統計 と 判断が離れてお り 、 飛躍 してい る と 思 う 。 そ の際は ｢補助仮説｣

を立て 、 い く つかの仮説を重ね る方法があ り 、 補助仮説が疑わ しければ全体を導けない と い う

こ と と な る 。 し たが っ て 、 統計学的分析を も っ て一般審査基準を示すこ と は飛躍 してお り 、 医

学的な補助仮説が必要であ る 。 ②ま た 、 近い週数同士を比べて一律補償対象 と する一般審査基

準を決め る こ と に も違和感があ る 。 学術的には こ の検定で も いいか も しれないが 、 これは政策

的判断であ る 。 ③いいデー タ が集ま っ て き てい る の に も かかわ らず、 なぜ急いで一律補償対象

と する一般審査基準を広げる のか。 1 年、 2 年待つ こ と に よ る損害、 緊急性は どれだけあ る の

か。 ④本制度には個別審査 と い う グ レーゾーンがあ り 、 白 黒はっ き り でき ないエ ラーをカバー

する仕組みがあ る ので、 一般審査基準の 33 週 をず らす こ と は少 し早急な感 じであ り 、 医学的

根拠も も う 少 し必要であ る と 思 う 。 脳性麻痺の発生率は減少の ト レ ン ドを調整する こ と が適切

であ り 、 単純平均は ミ ス リ ーデ ィ ングであ る と 思 う 。

● (運営委員会委員長) ③本制度では補償対象 と な る脳性麻痺児のデー タ しか集ま らず、 脳性麻

痺全体は見えて こ ない。

● (機構) ③④神経発達は週数に よ り 依存 し 、 ま た 33 週の平均体重が 1, 9 0 0g 弱であ る こ と か ら 、

体重の基準が問題 と 言われてい る 。 ま た実際に脳性麻痺の児が生まれた と き の保護者の期待 と

の大 き な落差が訴訟へつなが る と さ れてお り 、 脳性麻痺発生率が若明 に下が っ てお り 、 一般審

査で対象にすべき児が制度創設に比べ低い週数胎児 と な っ てい る こ と か ら 、 そ う いっ た児を対

象 と す る見直 しは必要であ る と 考えてい る 。 未熟性に よ る脳性麻痺を除いて広 く 補償する と い

う のが制度の考え方であ り 、 早急に一律対象 と していただ く こ と が大事 と 考えてい る 。 個別審

査についてはあ く ま で も低酸素状況の所見がなければ対象 と な らず、 救い きれない児が生まれ

て しま う 問題点があ る 。

● (大学教授 (法学) ) 長期的な課題 と して 、 沖縄で これだけ充実 したデータ が採れる のであれ

ば、 他の県で も で き る のではないか。 状況に変化が生 じてい る のであれば柔軟に対応 し てい く

べき であ り 、 一種の決断が必要であ る 。 今回のデー タ を踏ま え 、 紛争防止の観点か らす る と 、

相対的な評価が紛争の要因であ り 、 脳性麻痺児を持つ家族の納得の形成が重要 と な る 。 資料を

見 る と 、 3 1 週前後 、 1 , 40 0 g 前後に差があ り そ う と い う こ と であ り 、 そ こ は一種の決断であ る

が 、 公平感や納得の観点 と すれば、 3 1 週 1 , 40 0朝ま妥当 な線であ り 、 短期的には決断 して も い

い と 思 う 。 なお 、 長期的にはデータ を集めてい く べ き であ る 。

● (NPO 法人 ･ 市民団体) 私のい と こ の娘は重度脳性麻痺で 60 歳にな る 。 そ の方を通 じて何人

かの保護者に接触 し て き た立場 と して 申 し上げる 。 こ の 問題が統計分析だけで終わ っ て し ま っ

ていいのか と い う 疑問があ る 。 制度創設時の経緯を見 る と 、 産科医の不足の対応、 少子化対策

のために こ の制度がで き た と 理解 してい る 。 本制度の第一の メ ッ セージは産科医およ びお母 さ

んに 、 も し何かあ っ た ら 国がサポー ト する ので安心 し て産科医を志望 して く だ さ い 、 出産 して

く だ さ い と い う も のだ と 思っ てい る 。 原爆、 水俣病の補償 も そ う だが 、 ど こ かで線を引 く の は

難 しいが 、 周産期医学の発達を思 う と 、 も っ と 範囲を広げて も いいのではないか。 脳性麻痺の
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児をかかえた親に と っ て は統計の数字ではな く 、 1 00% 、 長い期間 にわた っ て介護を していか

な ければな らず、 国のサポー ト が必要であ る 。 そのサポー ト に なぜ民間の保険会社が入 ら な け

ればな ら ないのか、 入 る のであればそれだけの説得力のあ る数字、 根拠を示 して ほ しい。 ま た 、

なぜ沖縄のデータ だけを使っ てい る のか。 我々 も普段調査をする が 、 5 , 0 00~ 10 , 0 0 0 のデー タ

を集め 、 機縁法で全国のサンプルを取 り 出す方法を採っ てい る 。 年間 400~ 500 人の規模であ

れば、 そんなに難 し く な いのではないか。 脳性麻痺の児のその後の動 き についての調査につい

て は厚生労働省にお願い したい。 ま た 、 1 つ質問を し たい。 補償申請期限が 5 歳 ま で と な っ て

い る が 、 なぜ 5 歳 と し てい る のか。 本制度は申請主義であ り 、 も っ と 周知徹底すべき であ る が 、

なぜ児の情報が多 く 手に入 る就学の 6 歳ではないのか。

● (機構) 重度脳性麻痺の症状の固定お よび障害者手帳の配布が 3 歳項 、 カルテの保存期間が 5

年 と い う こ と か ら長 く と っ て 5 年 と して い る 。 本制度は 2009 年にス タ ー ト し 、 2009 年の補償

対象者が確定する のは来年か ら であ り 、 現在周知に取組んでい る と こ ろであ る 。

● ( 日 本歯科医師会 ) 本制度がかつての産科医療の崩壊の抑止に重要な役割を担っ た こ と は事実

であ る と 思 う 。 ま た一元的に原因分析、 再発防止を行 う こ と に大 き な役割を担っ てい る こ と も

事実であ る 。 そ のため 、 制度の充実を図 る と い う こ と については 、 部会で一致を した意見だ と

思っ てい る 。 そのため一般審査 と 個別審査の基準については 、 現場か ら拡大を求めてい る意見

が出てお り 、 ま た正式な手続き を経た報告書も 出てい る た め 、 了解 して よ いのではないかと思

う 。 しか し 、 L点気にな る のは保険者の質問に機構が明確な回答 していない点であ る 。 運用益

については剰余金に組み入れる と 示 されてい る が 、 制度変動 リ ス ク 対策費については繰 り 返 し

指摘 さ れてい る のに も かかわ らず ｢検討する ｣ と 言 う 回答はいかがな も のか。 保険者が納得す

る よ う な合理化 、 透明化をはかっ た上で制度の充実を図 っ てほ しい。

● (大学教授 (経済学) ) 本制度が重要な制度であ る こ と は疑いを も たない。 創設時の経緯 と し

て 、 緊急性を要する ため民間の保険会社を活用 して立ち上げたが 、 公的制度 と して法律整備を

したほ う が 、 制度が上手 く 回 る のではないか と 考えてい る 。 公的保険であ る 医療保険が民間 に

保険をかけてい る よ う な仕組み と な っ てい る が 、 あ り 方 自 体を組み替えて も いいのではないか

と思 う 。

● (全国健康保険協会) 機構の説明は疑問点が多 く 、 意見が割れてい る 。 我々 と しては統計の話

については客観的な第三者の意見を聞 き たい。 さ ら に議論を深め る必要があ る と 思 う 。 一方、

議論を先延ば しする こ と は制度の信頼性を損な う こ と に も つ なが り 、 一刻 も早 く 見直すこ と も

必要であ る ため 、 部会長 、 事務局におかれては 、 できれば年内に も う 1 回議論を行え る よ う 検

討をお願い したい。

● (大学教授 (法学) ) 本制度は重要な制度であ り 、 一般論 と して制度の充実を図 る こ と には誰

も反対 しない と 思 う 。 しか し 、 原資が強制徴収 された保険料や税金であ る公的制度であ る た め 、

見直すにあた っ ては納得でき る理由 が必要であ る 。 そ の観点では 、 本 日 の機構の説明は必ず し

も十分な説明ではない と 思 う 。 ①例 えば、 沖縄県のデー タ は全国を代表するデー タ なのか。 制

度の発足時も沖縄のデー タ を使っ たが 、 剰余金が出てい る ではないか。

● (機構) 確かに制度設計は 500 人~800 人であ る 。 創設時の沖縄の推計は 300 人~500 人 、 姫

路の推計は 500 人~800 人であ っ たが 、 制度を安定的に運営する と い う 観点で 800 人 と した。

む し ろ 沖縄の推計は 300 人~500 人であ り 、 推計値の 48 1 人に近い数字であ る 。

● (大学教授 (法学) ) 承知 した。 それについては私の勘違いであ っ たため訂正 したい。 ②いず

れにせ よ 、 制度の見直 し をす る のであれば、 デー タ を増や し てか ら行 う こ と が普通の議論か と

思 う 。 なぜ今急いでや ら な ければな ら ないのか。 ③ も と も と 5 年後を 目 途 と な っ てい る が 、 積

立金が余 っ てい る か ら 、 それを ど う すれば良いか と い う 議論 と と も に見直 しの議論がセ ッ ト で

出 て き た と い う 印象があ り 、 検討の経緯が釈然 と し な い。 ④ま た 、 資料には統計の結果か ら

3 1 週が妥 当 と 書かれてい る が 、 そ の後の説明では 、 現場の医師の話では脳性麻痺の発生率が
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下が っ てい る 、 で も 直近のデー タ はない と い う 説明 であ っ た。 なぜ最近発生率が下が っ てい る

こ と が言え る のか、 よ く わか ら ない。 現場の医師の話は統計データ ではな く 、 そ も そ も今 日 の

資料に含まれていない。 統計の結果か ら したが っ て 3 1 週 と い う こ と ではな く 、 他の要因 も あ

っ て 3 1 週 と い う 説明ではないのかと思 う 。 ⑤ま た 、 個別審査を行っ ていて 、 審査後で本来補

償対象 と すべき であ っ たのに見逃 した等の問題点の指摘も説明 の中になかった。 こ の ま ま の報

告書を受けて 、 医療保険部会で今 日 了承す る こ と は難 しいのではないか。 今 日 の議論を受けて

も う 一度機構で検討 してほ しい。

● (部会長) 報告書の内容については 、 概ね賛同する と い う 意見 も あ っ たが 、 非常に納得がいか

ない と い う も の も含めて中身について様々 な指摘があ り 、 部会 と して は合意形成 されなかっ た

こ と と させていただき たい。 その上、 指摘については機構で検討 していただ き 、 な る べ く 早い

段階で改めて部会に報告 してほ しい。

● (機構) 例 えばデー タ について 、 今揃えなければ見直 しは難 しい と な る と 現実的ではない。 今

日 の説明について理解を得 られる よ う ろ こ 、 不足分を補 う 等 、 でき る範囲内で指摘に対 して努力

する と い う こ と でよ いか。

● (部会長) と り あ えずは今年中にでき る範囲でやっ ていただ く こ と を優先 して も ら う こ と で よ

いか。

● (健康保険組合連合会) 部会長の と お り でよ い。 ただ し 、 機構におけ る 5 年間の実績を資料に

ま と めて報告 して ほ しい。

● (部会長) 機構におかれては 、 積極的に指摘事項に対応 してほ しい。 も う 一つペンディ ングが

あ り 、 統計学的分析を大学教授 (経済学) の委員にやっ ていただいたが 、 さ ら に第三者の統計

の専門家に解釈 していただ く 必要があ る か。

● (全国健康保険協会) 大学教授 (経済学) の委員か ら説明いただいたので結構であ る 。

● (部会長) 必要ない と い う こ と で よ いか。

● (大学教授 (法学) ) できれば統計学の専門家に レ ビュー していただければ と 思 う 。

● (部会長) それでは 、 新たな解析をする と い う こ と ではな く 、 すで ろこ あ る も の について専門家

の方に解釈をお願いする こ と と す る 。 事務局 と 相談 して進めてい く 。

● (機構) 補償対象者数が少なかっ たか ら拡大 してい る よ う "こ見 え る と い う 指摘があ っ たが 、 そ

う い う こ と は全 く なかっ た と 、 こ こ で明言 してお く 。

以 上
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